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議事日程 

      第１ 諸般の報告について 

      第２ 会議録署名議員の指名について 

      第３ 議第５８号からから議第６７号まで及び議第７２号 

          （野洲市の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例他１０件） 

          質疑、各常任委員会付託 

      第４ 議第６８号から議第７１号まで 

          （滋賀県自治会館管理組合規約の変更について他３件） 

          質疑、討論、採決 

      第５ 請願第１号から請願第４号まで 

          （「最低賃金の引き上げ」を求める請願他３件） 

          質疑、各常任委員会付託 

      第６ 一般質問 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（再開） 

○議長（荒川泰宏君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２４名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を

開きます。 

 これより日程に入ります。 

 （日程第１） 

○議長（荒川泰宏君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 出席議員２４名、全員であります。 

 次に、本日の議事日程は配付いたしました議事日程のとおりであります。 
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 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職氏名は、配付いたしました文書

のとおりでありますので、ご了承願います。 

 （日程第２） 

○議長（荒川泰宏君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２０条の規定により、第１２番、中島一雄君、第１３番、

田中孝嗣君を指名いたします。 

 （日程第３） 

○議長（荒川泰宏君） 日程第３、議第５８号から議題６７号まで、及び議第７２号を一

括議題とします。 

 まず、議第５８号から議第６３号までの各議案に対する質疑を行います。 

 議案質疑通告書が提出されておりますので、これを許します。 

 第７番、本田章紘君。 

○７番（本田章紘君） おはようございます。議第５９号野洲市税条例の一部を改正する

条例について質疑を行います。 

 本条例は、三位一体改革の税源移譲によって所得税率の変更と県民税と市民税の変更が

行われるものであります。この施策が確実に市民の負担がふえることなく税源の移譲が行

われるのか、検証していかねばなりません。 

 今回の条例改正においては、課税対象額が２００万円以下の中堅所得層と年金生活者を

はじめ低所得者層においては負担の増となり、７００万円以上の高額所得者には減額とな

ります。特に、年金で生活する高齢者には負担増になるのではないかと心配しております。

負担をふやさないための減額措置などが講じられるとのことですが、恒久的に実施される

ものなのか、一時的な措置なのか不明であります。 

 以上の観点から、人的控除の差に対応した減額措置はいかなるものなのか、またその運

用期間はどのように設定されているのか。扶養者控除や配偶者控除はどのような適用にな

るのか。また、現在行われている人的控除と対比して、具体的な説明を求めます。 

 今回の税条例の一部改正について、所得税率が低減されていることから、実質の増がな

いと説明されておりますが、２００万円以下の低所得者層と７００万円以上の高額所得者

層について、現状と変わらないことの具体的な説明を求めます。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 皆さん、おはようございます。 
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 それでは、ただいまの本田議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 今回の条例改正につきましては、３兆円規模の税源移譲を、個人住民税所得割を一律１

０％比例税率化することにより実施しようとするものとして税制改正されましたので、平

成１９年度以降の個人住民税について適用するために上程したものでございます。 

 市長の提案理由にありましたように、税源移譲は三位一体改革の一環として、真の地方

分権を推進するため、歳入、歳出両面での地方の自主性と責任を高める観点から取り組ま

れているものであり、所得税の減税と個人住民税の増税を同時に同規模で行うことにより

実施されるものでありまして、納税者の税負担そのものをふやしたり減らしたりすること

を目的とするものではございません。 

 ただ、所得税と個人住民税とでは、基礎控除や扶養控除など人的控除額に、例えば３８

万円と３３万円の５万円の差があるため、住民税の税率が５％から１０％になる対象の方

には、この差額の部分が単純に増税になってしまうため、個人住民税においては新たに調

整控除が設けられ、負担増にならないような調整を行います。 

 具体的には、合計課税所得が２００万円以下の人の場合は、人的控除差の合計額と合計

課税所得金額のいずれか少ない金額の５％を所得割額から控除いたします。なお、この調

整控除は一時的な経過措置ではなく、この改正税率が適用される間続けられるものと考え

ております。 

 また、今回の改正に伴いまして、課税所得２００万円以下の人と課税所得７００万円を

超える人について、現状と変わらないことの具体的な説明をとのことでございますが、こ

の２００万円、７００万円は各種控除後の課税所得であり、その基本となる収入額は人に

よって多種多様であり、調整控除額に違いが生じることから説明が難しいこともあります

ので、一例を挙げさせていただきます。 

 例えば、基礎控除だけの独身者で市県民税課税所得２００万円の場合、所得税では課税

所得１９５万円となり、それぞれ税率は市県民税が５％から１０％に、所得税が１０％か

ら５％となりますので、税額は改正前の市県民税が１０万円、所得税が１９万５，０００

円、計２９万５，０００円であったものが、改正後は市県民税が２０万円、所得税が９万

７，５００円、計２９万７，５００円となり、また市県民税課税所得７１０万円の場合、

所得税では課税所得は７０５万円であり、それぞれ税率が、市県民税１３％から１０％に、

所得税が２０％から２３％となりますので、税額は改正前の市県民税が６１万３，０００

円、所得税が１０８万円、計１６９万３，０００円であったものが、改正後は市県民税が
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７１万円、所得税が９８万５，５００円となり、計１６９万５，５００円となりまして、

共に２，５００円の負担増となります。しかし、この差額が調整控除によって控除されま

すので、結果として負担増は発生いたしません。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 本田章紘君。 

○７番（本田章紘君） 説明いただいてもなかなか理解しにくい税制の改正ではあるなと

いう気がいたします。そういった中で、どうしても市県民税のところで、自分たちが直接

払い込む分、その影響が大きいことから、市民の皆さんの感覚としてやはり増税ではない

かと、そんな形に受けとめざるを得ないような現状の改正であろうと。 

 一方で、所得税率の低減が本当に効果的に理解されるのかどうかといったところが、我々

も市民の皆さんに説明するにあたっては非常に難しいなと。そういった中で、県民税とい

うのは確かに２％から４％に変更になっていますから、県民税はストレートにそのまま増

額になって入っていくのかなと。一方、市の方にどのような形で具体的に入ってくるのか。

金額、前回の説明会の中では５億円程度という説明もありましたが、本当にそんな金額に

なるだろうかというのは、２００万円以下のところについては負担増にならないように調

整する、一方で高額所得７００万円以上になりますと、これは逆に減額方向でありますの

で、どこでそういった税の移譲が確実に市に戻ってくるのかといったところが理解しにく

い部分であります。もし、そういったところの具体的な内容がございましたら、再度説明

をお願いしたいと思います。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 本田議員の再質問ということでございますが、まずおっしゃ

いましたように、市民の方々については、身近な税ということで、市県民税の方の税が上

がるというようなご心配もございますので、これにつきましては、私ども広報等で啓発を

させていただきたいと思いますし、それと実際の税の額の問題でございますが、平成１８

年度ベースで、１９年度からという適用でございますが、１８年度ベースで試算をした場

合で、先ほどもお話しがございましたように約５億の増額となるということでございます

が、この分につきましては、これは先の税制改正もございましたが、定率減税の控除がな

くなりますので、これにつきまして、約１億２，０００万の増額になります。それをあわ

せまして、６億３，０００万ほどですから、差し引き５億ぐらいの増というような計算を

させていただいております。 
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 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 本田章紘君。 

○７番（本田章紘君） 国の施策を展開した結果でありますので、当議会において議論し

てああしよう、こうしようというものではありませんが、しかし市民の皆さんにとって、

特に自営業者等については、市県民税というのはもろにそのままかかってきますので、増

税ではないかと。一方で、所得税率というのは、これは１年後に適用されるものですよね。

確定申告の段階だろうと思います。そういったことで、１年間のギャップがあるというこ

と等を含めて考えますと、今回の３兆円の税源移譲という施策については、もっともっと

市民の皆さんに、また我々も理解できる説明をお願いしたいなと。そういった中から、や

はり納得してなるほどと、三位一体改革の中でこれだけ地方に税源が移ってきたのだと理

解しながら対応していかねばならないだろうと思います。 

 そういったことについて、ぜひ細かい説明資料等の配付をお願いして、質問を終わりた

いと思います。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、議第６４号に対する質疑を行います。 

 議案質疑通告書が提出されておりますので、順次これを許します。 

 まず、第２番、矢野隆行君。 

○２番（矢野隆行君） ２番、矢野隆行でございます。議第６４号平成１８年度野洲市一

般会計補正予算（第１号）について質問させていただきます。 

 補正予算の歳出の中で、１０教育費、小学校管理費、補正予算７４３万１，０００円組

み込まれております。この予算は、年度初めから組まれるべき予算であると思いますが、

なぜ今ごろ補正予算として組まれているのか、見解を伺います。 

○議長（荒川泰宏君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの矢野議員の小学校管理費におけます耐震化優先度調査委託料をなぜ当初予算

から計上できなかったのかというご質問にお答えいたしたいと思います。 

 今回、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正す

る等の法律が、平成１８年４月１日から施行されまして、従来の補助金制度から交付金制

度に制度が変更されました。このことによりまして、今後この制度の交付金を受けようと

いたしますと、耐震化優先度調査に基づきます原則３年を計画期間といたします安全・安

心な公立学校等施設整備基本計画の作成が必要となってまいりました。 
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 そこで、幼稚園、小学校及び中学校におけます耐震化優先度調査結果を反映いたしまし

た基本計画を、本年１８年１２月中に策定する必要がございまして、緊急に必要となりま

す調査委託料７４３万１，０００円を、今回補正でお願いをしているところでございます。 

 このように、国の方針が急に変わってまいりました。子どもたちが安全で安心した学校

生活を送るというのも当然のことですが、学校施設といいますのは、災害時には避難所と

しての機能も担うことになります。そうしたことから、当初から耐震化優先度調査委託料

に必要な予算を見込むことができておりませんでしたので、今回補正をお願いしていると

ころでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 矢野隆行君。 

○２番（矢野隆行君） 再質問させていただきます。 

 平成１８年度予算で１０教育費、１小学校管理費、前年度予算６，５５２万８，０００

円減で組まれております。６４号のこの補正予算は祇王小学校、三上小学校、篠原小学校、

野洲小学校の耐震化の調査とお聞きしております。以前に、本市の公共施設の耐震化強度

については調査済みと聞いておりましたが、ここにきてまだ小学校施設等ができていなか

ったことは大変なことだと思います。なぜ今になったのか、見解をお伺いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） 再度の矢野議員のご質問にお答えを申し上げます。 

 今、耐震化の優先度調査を行います対象の小学校、中学校、あるいは幼稚園の数、ある

いは棟数がまだ数多く残っておりますが、以前から計画的にこうした耐震の工事に着手し

ていくという予定をいたしておりましたが、ご存知のように、野洲中学校につきましては

既に耐震診断を終えておりますので、あと実施設計から工事に入っていくという段階にな

るわけですが、もう少し長いスパンでの計画をいたしておりましたが、今回こうした法律

の改正によりまして、今回の基本計画に盛り込んで、文部科学省にその計画を提出すると。

文部科学省は先の新聞報道でもありましたように、耐震化の診断の実施済みの率あるいは

耐震化の工事が終わっている施設の率なんかを公表いたしておりますが、本市の場合、も

う少し期間の余裕を持ってと思っておりましたが、国の法律改正と制度改正もございまし

て、緊急にこうした優先度の調査をしなければならないということで、今後３年を計画期

間といたしまして、きちっと計画に乗せまして対応をしていきたいと、このようなことを

思っております。 
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 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 矢野隆行君。 

○２番（矢野隆行君） 再々質問させていただきます。要望させていただきます。 

 今後、特に学校施設管理につきましても、もっともっと慎重に予算を組んでいただきま

すよう要望しておきます。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、第１８番、小菅六雄君。 

○１８番（小菅六雄君） おはようございます。それでは質問をいたします。 

 平成１８年度の野洲市一般会計補正予算についてであります。そのうち１０款教育費、

幼稚園費についての質問であります。 

 本予算では、臨時職員の賃金２名分２２８万６，０００円を計上されています。この件

は、３月議会でも議論されてきましたので多くは述べませんが、３月議会の時点では、こ

れまでの預かり保育において臨時職員５名で対応されてきましたが、この体制を改められ、

臨時職員ではなく幼稚園保育の担任が午後の預かり保育に入るということを計画されたわ

けであります。 

 しかし、保護者の理解、職員の労働条件、何よりも園児のための保育の観点から見て、

十分な検討がされないまま実施しようとしたため、強い批判も出たものであります。よっ

て、そのときは結論としては臨時職員の削減を一旦中止し、２名の復活をされました。 

 私は午前の幼稚園保育、また午後の預かり保育において、保育の継続性から、一日を通

じて同職員を配置する思いから、この考えをされたことは必ずしも否定するものではあり

ません。しかし、先にも言いましたように、十分な検討や、また父母の理解のないままの

実施は適切ではありません。 

 そこで、今回の補正では、臨時職員２名復活ということでありますが、しかしこれでい

いというものでもありません。子どもの成長、保育内容、条件の確立は必要であります。

そこで、現在の預かり保育は総勢７０名弱でありますが、この預かり保育の人数だけでも、

一つの保育園並みの人数であります。また、預かり保育は通園バスも利用者がありますが、

夕方においては多くの保護者は迎えに来ておられます。よって、１日の園児の様子を伝え

るシステムをもっと充実させなければならないと思っております。 

 さらに、最も大事なことは、幼稚園と保育園の保育体制が別々というものでなく、１日

を通じて一貫性のある保育が必要と考えます。これらの点から、現在教育委員会では幼稚
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園と今後のあり方を協議中とお聞きしております。また幼稚園では過日、異年齢集団での

グループ保育も試行されたと聞いておりますが、幼稚園はまた幼稚園で検討されておりま

すが、今後、全体としてこの預かり保育においてどのような方向を導き出そうとされてい

るのかをお聞きいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） ただいま小菅議員からご質問いただきました議第６４号平

成１８年度野洲市一般会計補正予算に関しましての、幼稚園費についてのご質問にお答え

を申し上げます。 

 現在、中主幼稚園におきましては、３歳児２４名、４歳児１５名、５歳児２４名、合計

で６３名の長時間保育を実施いたしております。長時間保育担当者を３名、各学年に１名

ずつ配置いたしまして、保育にあたっておりますが、３歳児は複数の保育者が必要ですの

で、３歳児の担任、そして補助員、そしてフリーの保育者が今、対応にあたっております。

長時間保育を受けております子どもたちは、保護者が直接迎えに来ていただいております

ので、個別にその日の生活の様子を直接伝えることができます。幼稚園で長時間保育を受

ける子どもたちの望ましい成長、発達、あるいは生活の安定を図りますためには、また保

護者の方に安心して保育を託していただけるためには、教育委員会で長時間保育の運営方

法につきまして、中主幼稚園と協議をしながら、現在進めているところでございます。 

 具体的には、午前の担当保育者と午後の保育者が変わるのではなく、同じ保育者が担当

する方法として、例えば幼稚園を短時部と長時部に分けるという方法だとか、あるいは午

後の保育時間を異年齢の３歳、４歳、５歳、縦割りで異年齢のクラスに分ける方法など、

今協議をしたり試行をしたりしております。 

 一方、ご質問にありました今後の幼稚園、保育園におけます望ましい乳幼児保育のあり

方につきましては、過日も国会で法案が通りましたが、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律の整備を見極めながら、この１０月１日の施行を

目指しているということでございますが、そうした法律も見極めながら、部を越えた担当

課によりますワーキング会議の中で、各方面から協議を重ねていく予定であります。 

 いずれにいたしましても、子どもたちの状況を十分見極めながら、保護者のご理解を得

ながら進めてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 小菅六雄君。 
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○１８番（小菅六雄君） 私の初めの質問も今の部長の答弁も、同じ部分もあるのですけ

れども、最大の問題が、今回２名復活されたらそれでいいというのではなく、最大の問題

が午前の幼稚園保育と預かり保育が部屋も先生も別々、言うならば、言葉なのですけれど

も、ぶつ切りになっていると。ここが最大の問題だと思うのですけれども、子どもたちに

とって、１日２保育体制になっているわけですね。そこが問題なのですね。だから、これ

まで問題になっておりますように保育の継続性、一貫性がないということになるのですね。 

 それと、これはちょっと心配しているのですけれども、現在午前の幼稚園保育に携わる

先生、職員、それと午後の預かり保育の職員との連携が、やはりこれまでいろいろ聞くと

弱いというかほとんどないように感じますので、そういう意味では単に担任の先生という

よりも、一日通じて子どもの状況が園としてつかめていない状況が今続いているのですね。

そこが再三言っていますように最大の問題なのですね。 

 今、今後短時部と長時部、あるいは縦割りとか一定の方向をいろいろ模索されていると

言われましたが、いずれにしましても、午前、午後を通じての一貫継続保育をどうするか

ということですけれども、やはり中主の幼稚園が合併後の野洲市を含めて最も早く預かり

保育を実施したわけで、当時保育園が満杯で、ある意味ではその苦肉の策として中主幼稚

園で預かり保育を実施したという経過がありますので、基本は何といっても保育園保育を

踏襲したものにしければならないのですね。そこが基本だと思うのです。 

 だから、保育園では、厚生労働省の保育基準では、午前８時から午後４時、それ以外は

延長保育になると思うのですけれども、しかしその中でも当然午前８時から午後４時、場

合によってはそれ以上あるのか知らないですけれども、当然同じ保育士さんが担任として

されていますよね。結論的にはそういう方向をしなければならないのですけれども、一つ

現状をお聞きしたいのは、健康福祉部になるのですけれども、今８時から４時までと言い

ましたが、現実は保育園としての保育体制ですね。園児と保育士、どういう体制になって

いるのかお聞きしておきたいと思います。 

 それを踏まえてなのですけれども、幼稚園は９時から、正規は９時から１１時半なり１

時半なりなのですけれども、この間だけではなく、やはり、例えば４時、あるいは保育園

並みの５時まで継続した職員による保育体制を確立しなければならないと思うのですけれ

ども。だから、いかに幼稚園保育と預かり保育の壁をなくすかということなのですけれど

も、そういう意味で、先ほど短時部と長時部、それと縦割り、縦割りというのは、先ほど

言われたのは、延長預かり保育はそれでクラスをまとめるということですね。それも一つ
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の方向だと思うのですけれども、そういう方向を含めて、早期に改善しなければならない

と思うのですけれども、いつを目処にそういう体制に検討、より一層されるのですけれど

も、踏まえてされるのか。これも一つ確認しておきたいと思います。 

○議長（荒川泰宏君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） 小菅議員の再々質問にお答えを申し上げたいと思いますが、

基本的に理想的な保育の形態をいつごろまでに確立していくのかといったご質問、あるい

は現状の保育のこともお尋ねかと思いますが、現在の対応としましては十二分とは言えま

せんが、先ほど申し上げました３人の長時間保育の担当の補充で午後の保育を保障できる

ということで対応させていただいております。 

 また、曜日で申し上げますと、月曜日と火曜日以降とは長時間保育の体制がちょっと変

形しておりますが、いずれにしても、今おっしゃいますように、子どもにとっては朝園に

登園したときから帰る、お別れ会のそのときまで、教室も保育所も変わらずに一貫してい

くのは、子どもの安定を目指した理想的な形ではないかと思っております。 

 今後の見通しとしましては、先ほども申し上げましたが、長時間保育の子どもたちを３

歳から５歳児の異年齢を縦割りにする、そういうことを一度試行したことがあるわけです

か、そうしますと、縦の関係で子どもたちが安定して遊べる、あるいは５歳児は、弟、妹

になるわけですが、３、４歳児の面倒を見たり、リーダー役になったりしながら、自信を

持って５歳児も成長する。３、４歳児は逆に５歳児の姿を見ながらあこがれを持ったり、

その模倣といいますか、５歳児のまねをすることによって成長する。そして、そういうよ

うな関係を築くことによりまして、一方でより家庭的な生活がしやすくなるのではないか

なというような思いをしておりますが、長時部と短時部に分けてというようなことも申し

上げましたが、一気にいろんな保育の制度とか内容を変えていくというのはいろいろと支

障もあるかと思いますし、第一に保護者あるいはＰＴＡ、そういった方面のご理解をまず

はいただいて、なるほど、それが子どもにとっては一番いいのかというような理解をいた

だきましたら、向こう２年先ぐらいには展望を持ってこういうふうな形で理想に向けて取

り組みを進めていければと、このような思いをしております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（竹澤良子君） それでは、小菅議員の保育園の保育体制についての

ご質問にお答えをいたします。 
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 まず、保育園の保育士の配置基準でございますが、各年齢によりまして配置基準が異な

っております。ゼロ歳児につきましては３対１です。１歳児は５対１、２歳児は６対１、

３歳児は２０対１、４歳、５歳は３０対１というふうな配置基準で保育士を配置しており

ます。 

 それから、時間でございますが、朝は７時ということで保育を開始し、終了は７時半ま

で延長保育を実施しております。この場合の保育士の配置でございますが、ローテーショ

ンを組んでおりまして、常勤の保育士と臨時の職員がペアでやっていくというような体制

で行っております。多少、保育園によりまして変化はございます。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 小菅六雄君。 

○１８番（小菅六雄君） 今、健康福祉部長が言われましたように、保育園は定時の８時

から４時なり、若干保育園によって違うのかもしれませんが、同一保育士で、当然継続し

た保育がされているわけでありまして、それが幼稚園でできないわけがないので、だから

いかにどう検討するかということなのですけれども、一定の方向が言われましたので、よ

り一層検討を深めていただいて進めていただいたら結構なのですけれども、確認しておき

たいのは、さっき言いましたように幼稚園は９時から１１時半なり、１時半なりですので、

保育園並みということであれば、４時か５時まで、職員さんの労働条件との関係もありま

すので、朝から延長保育の時間も決めて、同じ教諭が一貫してするということは不可能で

すので、少なくとも朝から４時あるいは５時まで、そういう体制を踏まえた上での短時、

長時部の検討なり、あるいは縦割りの検討なり進めていかなければいけないと思うのです

けれども、そこを一つ確認をとっておきたいと思います。 

○議長（荒川泰宏君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） 小菅議員の再々質問にお答えを申し上げます。 

 確認というお話でございますが、現在中主幼稚園も三上幼稚園も同じでございますが、

長時間保育につきましては、帰りの時間５時、あるいは中主幼稚園は６時ごろまでを一つ

の時間編成として保護者の方にお迎えいただくまで、５時あるいは６時ということで、実

質運用上やっているのを見ていますと、月曜日ですが、５時以降は各３歳児、４歳児、５

歳児を１クラスに集めまして、たんぽぽ組というのですが、合同保育として降園までその

体制でお預かりしているということの現状でございます。 

 おっしゃいますように、幼稚園の保育におきましても、通常ですと１１時半降園、ある
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いは１時半降園というのもございますが、長時間の保育につきましては５時というような

ことを一応、現在も取り組んでおりますので、ご報告を申し上げます。 

 以上でお答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、議第６５号から議第６７号まで、及び議第７２号の各議案

については、通告による議案質疑はございません。 

 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 

 これより議案質疑に対する関連質疑を許します。 

 関連質疑はございますか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（荒川泰宏君） ないようですので、これをもって関連質疑は終了しました。 

 ただいま議題となっております議第５８号から議第６７号まで、及び議第７２号の各議

案は、会議規則第３９条第１項の規定により、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委

員会に審査を付託いたします。 

 （日程第４） 

○議長（荒川泰宏君） 日程第４、議第６８号から議第７１号までを一括議題といたしま

す。 

 まず、議第６８号から議第７１号までの各議案については、通告による議案質疑はござ

いません。よって、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議第６８号から議第７１号までの各議案は、会議規則第

３９条第２項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（荒川泰宏君） ご異議なしと認めます。よって、議第６８号から議第７１号まで

の各議案については、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 次に、議第６８号から議第７１号までの各議案については、通告による討論はございま

せん。よって、討論を終了いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 まず、議第６８号滋賀県自治会館管理組合規約の変更については、原案のとおり可決す
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ることに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（荒川泰宏君） ご着席願います。起立全員であります。 

 よって、議第６８号滋賀県自治会館管理組合規約の変更については、原案のとおり可決

されました。 

 次に、議第６９号滋賀県市町村職員退職手当組合規約の変更については、原案のとおり

可決することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（荒川泰宏君） ご着席願います。起立全員であります。 

 よって、議第６９号滋賀県市町村職員退職手当組合規約の変更については、原案のとお

り可決されました。 

 次に、議第７０号滋賀県市町村職員研修センター規約の変更については、原案のとおり

可決することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（荒川泰宏君） ご着席願います。起立全員であります。 

 よって、議第７０号滋賀県市町村職員研修センター規約の変更については、原案のとお

り可決されました。 

 次に、議第７１号滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更については、原案のとおり

可決することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（荒川泰宏君） ご着席願います。起立全員であります。 

 よって、議第７１号滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更については、原案のとお

り可決されました。 

 （日程第５） 

○議長（荒川泰宏君） 日程第５、請願第１号から請願第４号まで、「最低賃金の引き上

げ」を求める請願他３件を一括議題とします。 

 ただいま議題となっております請願第１号から請願第４号までは、会議規則第９２条第

１項の規定により、請願文書表のとおり各常任委員会に審査を付託します。 

 暫時休憩いたします。 

            （午前９時４４分 休憩） 



 －31－

            （午前９時５６分 再開） 

○議長（荒川泰宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 （日程第６） 

○議長（荒川泰宏君） 日程第６、一般質問。 

 これより一般質問を行います。 

 一般質問通告書が提出されておりますので、順次質問を許します。質問にあたっては簡

単明瞭にされるよう希望します。 

 それでは、通告第１号、第８番、三和郁子君。 

○８番（三和郁子君） どうも緊張をほぐしていただきましてありがとうございます。 

 では、質問に入らせていただきます。８番、三和郁子でございます。 

 情報公開：情報提供サービス。 

 行政は議会の様子や審議内容を市民の皆様にリアルタイムに伝え、市民の皆様が議会や

行政運営に対し、一層関心を高めていただく努力を払う必要と合併による広域サービスの

地域間格差を是正するため、平等なサービス提供が必要であると提言してまいりました。

このことにかんがみ、若干の検証と提言をし、伺います。 

 まず、３月議会で、中主分庁舎において１日遅れでの議会モニター放映、ビデオテープ

の放映を提言いたしました。その折、放映を検討するとの所見を伺いました。真に住民サ

ービスの充実と開かれた行政、議会を標榜する野洲市であるなら、６月議会からでも容易

に実施可能なサービスです。まず、その進捗をお伺いいたします。 

 次に、さらに情報サービスの充実を図ることを目的として伺います。 

 第１点、議会終了後、各コミセンで速やかに録画放映や市民の要望に応じて放映する。 

 第２点、議会中継のインターネット公開について。 

 以上２点提言し、所見をお伺いいたします。 

 ２件目、学校教育費、施設費法等改正関連。 

 現在、衆議院第１６４回国会が開催されております。私の調査では、国の補助金等の整

理及び合理化に伴う義務教育費国庫負担等の一部を改正する等の法律案（内閣提出第１６

号）が、３月末に可決され、１８年４月１日施行となっております。 

 改正事項の概要は、 

 １、義務教育費国庫負担法の一部改正等。 

 ２、市町村立学校職員給与負担法の一部改正等。 
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 ３、義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正。 

の３点かと思います。その内容についてお伺いいたします。 

 次に、さくら墓園整備関連について伺います。 

 さくら墓園整備事業は、計画の１，５７６企画の墓所造成が終了し、モニュメントの建

設も決定の運びとなり、事業計画の完了が近いことをうかがわせます。 

 ０３年３月議会で、さくら墓園環境整備に関し、高齢者や車いすの方の歩行や通行やさ

しい路面への改善について、１、墓前の玉砂利敷通路の改善、２、土舗装されている園路

の改善２点を質問させていただきました。 

 その折、実施については現在未整備の墓所部分の工事について、来年度以降に検討が必

要であり、これとあわせて考えるとのお考えをお聞きいたしました。このうち、墓前通路

については、０４年にフラット舗装により改善され、墓参の皆様から好評を得ている実感

があります。しかし、２番目の実測幅員約４．５メートルの半円形の土製園路及び扇形に

配置されるブロックごとの幅員２．５メートルの土製通路は改善されておりません。特に、

傾斜がなく雨水の浸透性がよくない園路については、雨上がりや梅雨時は水たまり、ぬか

るみができ、歩行がしがたい、あるいは車いすでは行き来が困難であるのが実情かと認識

されます。 

 さらに、新たな課題として、墓園入り口メイン通路の石畳表面がでこぼこであり、車い

すの方にとっては身体的衝撃が強過ぎたり、高齢者や障害者の方の歩行にもつまづいたり

転倒する不安があるとの指摘を伺いました。 

 墓所部分の造成が完了した今の時期、人にやさしい一工夫が望まれるのではないでしょ

うか。モニュメント建設にあわせれば、工事用資材や重機の併用も可能であり、効率的と

いえます。 

 このことにかんがみ、２点について所見を伺います。 

 第１点、土製の通路及び園路の一部を高齢者、障害者の方の歩行や車いす通行に必要な

幅のフラット路面を確保する。 

 第２点、墓園入り口のメイン通路の石畳の一部を高齢者、障害者の方の歩行や車いす通

行に必要な幅のフラット路面を確保する。 

 最後に、介護福祉サービス関連について伺います。 

 改正介護保険制度がスタートして２カ月が経過しました。その対応において、順調に進

捗している部分、あるいは不具合など課題も発見されているのではないかと推量しますが、
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野洲市の現状について、詳細な説明を求めます。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） それでは、三和議員の１点目の情報公開：情報サービスにつ

いてのご質問にお答えいたします。 

 議会の審議内容のコミセンでの録画放映や議会中継のインターネット公開についてのご

提案につきましては、議場のカメラ設置、モニター設置等も含めて、過去の議会で十分に

議論していただき、決定していただきました経過もございますし、議会からの情報提供で

もありますので、今後議会と協議をさせていただきたいと考えております。 

 また、分庁舎のビデオテープ放映ということでございますが、これにつきましても編集

作業等必要ということでございますので、これにつきましても改めて議会と協議させてい

ただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 三和議員の学校教育費、施設費等改正関連のご質問についてお

答えいたします。 

 ご質問の国の補助金等の整理及び合理化に伴う義務教育費国庫負担等の一部を改正する

等の法律につきましては、４月１日に施行されました。今回の改正は「三位一体の改革に

ついて（平成１７年１１月３０日政府・与党合意）」に基づき制度が改められたものでご

ざいます。 

 その概要は、１点目は義務教育費国庫負担法の一部改正、２点目は市町村立学校職員給

与負担法の一部改正、３点目は義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正であります。 

 まず、１点目の義務教育費国庫負担法の一部改正でございますが、内容といたしまして

は、義務教育費国庫負担金の国庫負担率を、２分の１から３分の１に変更し、同時に小中

学校等と養護学校の国庫負担制度を統合するものでございます。 

 ２点目の市町村立学校職員給与負担法の一部改正でございますが、この措置は構造改革

特別区域の全国化と言われており、県費負担教職員制度を前提とし、都道府県が配置する

教職員に加えて、市区町村がその実情を踏まえて、独自の教職員の任用を可能にするもの

であります。本市の現状といたしましては、県教育委員会が示す基準によって学級編制を

行うと共に、市独自として少人数指導担当、特別支援教育担当、不登校支援担当、障害児

学級支援担当や教科教育担当の予算措置を行い、子どもたちへのきめ細かな指導等を実施
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しております。今後も市費支弁教員を確保し、各学校における個に応じた教育活動を支え

るため、取り組みを進めますと共に、この法改正における県や市町の動向を注視しつつ、

構造改革特別区域で実施されました先進地域を参考とさせていただきながら検討してまい

りたいと考えております。 

 ３点目の義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正の内容に対するご質問について

お答えします。 

 今回の改正は、地方の裁量を高め、効率的な施設整備に資するよう、改築や補強、大規

模改造等の耐震関連経費を中心に、一括して交付金を交付する制度が創設されました。そ

の主な内容といたしましては、国庫補助金制度から国庫交付金制度に改正されたこと、さ

らにこの交付金を受ける場合には、施設整備計画を作成しなければならなくなったこと、

また当該計画を作成し、これを変更したときは公表すると共に、県教育委員会を経由し、

文部科学省に提出する必要があるとされています。 

 今回の法律等の改正に伴う本市の対応といたしましては、これまで取り組んできました

ように、学校施設は児童・生徒が安心して学び、生活ができる場であることが何よりも大

切であり、その安全対策には万全を期する必要があり、そのため、年次別計画を立てなが

ら、今後も継続した事業推進を図るため、国の制度を活用した施設整備に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山田和広君） 次に、さくら墓園整備関連につきましてお答えいたしま

す。 

 まず、墓地整備の基本的な考え方としましては、場所柄なるべく自然に即して厳粛感を

醸し出すような配慮をした工法で施工し、排水につきましても、できる限り雨水が地下浸

透するよう整備をしてきたところであります。 

 また、墓前の玉砂利通路につきましては、車いすの通行もしやすいよう、平成１６年度

の墓地整備とあわせまして、カラー舗装に改修させていただいたところです。 

 さて、今回のご質問の第１点目にありますフラット路面の確保についてでありますが、

縦通路部分につきましては、雨水の地下浸透による排水が適切と考えることや、舗装によ

る急激な雨水の流出、真夏の照り返しなどを考えますと、現状の土圧設路が墓所の雰囲気

を醸し出すのにも適切な工法と考えます。しかしながら、現在経年変化により一部フラッ
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トでない部分につきましては、今後現状の施工方法を継承して、改修してまいりたく考え

ます。 

 また、半円形の園路につきましては、議員ご指摘のとおり、雨量が多いときなど水たま

りができ、通行しにくい箇所も発生してきていることから、この部分につきましても、環

境に配慮した工法での改修を検討してまいりたく考えております。 

 次に、２点目のメイン通路の石畳につきましては、墓所整備全体の中で、景観上も墓地

へのアプローチとして重要な位置を占めるものでありますが、現在利用者から直接段差に

ついてクレーム等もなく今日に至ってまいりました。しかしながら、議員のご指摘にあり

ます石畳のでこぼこ感から車いすの方や高齢者の方が通行しにくいということにつきまし

ては、現在の景観をできるだけ維持しながら、部分的な改修をしていく方法を検討してま

いりたく考えております。 

 以上です。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（竹澤良子君） それでは、４点目の介護福祉サービス関連について

のご質問にお答えいたします。 

 ご存知のように、昨年介護保険制度が見直されました。この見直しの大きなポイントと

して、将来における高齢者の急増を見据え、高齢者が住み慣れた地域で継続して生活でき

るよう、介護予防を重視したシステムへ転換し、新予防給付や地域支援事業を創設した点

や、在宅を重視し、日常生活圏域ごとに地域に密着した小規模多機能型の介護サービスが

新設されました。 

 ご質問の４月のスタートからの課題や不具合な点につきましては、今後事業を推進する

中で整理をし、明らかにしてまいりたいと考えております。 

 したがいまして、ただいま申し上げました新予防給付等についての現状を申し上げます。 

 まず、新予防給付の対象になります要支援１、２の方の認定は、現在更新で８７人、新

規で６人、合わせて９３人が終了しております。 

 この９３人の新予防給付対象者のケアプランなどの説明は、地域包括支援センターが対

応しております。自立に向けた支援計画書は、そのうちの７０人に対し作成をしています。

現時点では要介護から要支援に変更になった方も、特段の問題もなく新予防サービスの利

用につながっております。この要支援者の各種サービスは定期的な評価を行いますが、加

齢が原因で日常生活の支援が必要な方が多いことから、目標となります日常生活機能の現



 －36－

状維持や改善への事業成果は今後の課題になるところであります。 

 また、新予防サービスを実施する事業所の指定登録は、ほとんどの事業所が受けておら

れまして、利用者は従来の事業所で引き続きサービスを利用しておられます。 

 次に、地域支援事業につきましては、健康寿命の延伸を主目的にしておりまして、認知

症予防教室などの通所型介護予防事業は、虚弱高齢者の選考が６５歳以上の健康診査「は

つらつ健診」とあわせて、今月から開始されることから、この健診を受けていただいた方

から順次ご利用いただけるように、９月の開始に向け準備を進めているところであります。 

 また、一般高齢者を対象とした講演会等の介護予防事業についても、高齢福祉、保健、

地域包括支援センターが連携をとり、実施をしてまいります。 

 特に、予防重視型システムの今回の展開につきましては、高齢者の自立意欲の向上と地

域での支え合いが大切と考えます。今後とも市民との協働を基本に、事業の推進に努めて

まいります。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 三和郁子君。 

○８番（三和郁子君） まず、情報公開ですけれども、議会関係の情報提供サービスに関

しましては、中主分庁舎のビデオ放映を６月議会からというふうに願っておりましたが、

まだ現実に至っていないということが実情ということを聞きまして、ちょっと残念だなと

思います。先ほど提言いたしましたサービス以外にも、ビデオテープの貸し出しとか議会

議事録を各コミセンに配置するなどの、市民の目線に立てば、工夫次第でまだまだ多くの

サービス提供の手段がございます。実施可能なはずです。情報提供サービスを近い将来検

証させていただきますので、また議会との協議等もおっしゃっていましたが、他市ではそ

れぞれ議会との協議のない中で実施しておられる他市もたくさんございます。やはりリー

ダーシップはとっていただきたいなというふうに思います。 

 次に、学校教育費の施設費等改正関連ですが、まず先ほど教育長の答弁にもありました

けれども、公立の義務教育小学校の教職員の給与等に要する経費の国庫負担率を２分の１

から３分の１に改めると共に、公立の小中学校、これは先ほどはおっしゃっていませんで

したが、養護学校の国庫負担制度を統合するとあります。このことによりまして、１７年、

１８年度に行われる国庫補助負担金改革として、負担金が８，５００億円の減額となりま

す。 

 そこで２点伺いますが、第１点ですけれども、減額に見合う税源移譲は行われているの
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でしょうか。 

 ２点目ですが、国庫負担減に伴う野洲市への影響、課題についてもお伺いいたします。 

 次に、市町村立学校職員給与負担法の一部改正は、平成１４年、地域の特性に応じた規

制の特例を設ける構造改革特別区域制度を導入するための構造改革特別区域法が制定され、

以降特区が施行されてきました。１８年１月１０日現在で、３１の市町村が構造改革特区

として認定を受け、そして２２０人が市町村費負担教職員としての任用をされております。

この間に特区の評価、政府の今後の対応方針などを経て、平成１７年１０月２６日の新し

い時代の義務教育を創造すると題する中央教育審議会の答申を受けて、特区の主たる考え

である市町村費負担教職員任用事業が、今国会法改正により１８年度から全国展開される

ことになりました。このことによりまして、従来の義務標準法定数の都道府県負担による

教職員配置と、同じく都道府県負担の都道府県独自取り組みによる教職員配置、これに加

えて市町村負担の独自裁量による教職員配置が可能となりました。このことは、市町村レ

ベルの独自裁量教育システムの構築に道が開けたと言っても過言ではありません。行政の

執行レベルと手腕が問われる重大な局面を迎えたと認識しなければなりません。 

 そこで、２点お尋ねいたします。 

 １点、現在、県費及び市費による独自裁量で実施されている教育内容の現状と、任用あ

るいは加配による教員数の現状をお聞かせ下さい。 

 ２点目ですが、今次の改正法によれば、もはや横並びを意識していては遅れをとること

になります。野洲市独自の教育スタイルを打ち出す最大限の工夫と努力が求められており

ます。野洲市の義務教育システムをどのように改革するのか。その基本スタンスについて

所見をお伺いいたします。 

 次に、義務教育小学校施設費国庫負担法等の一部改正について、１点お伺いいたします。 

 先ほどからお話に出て、質問にもありましたが、野洲市の校舎は耐震整備を速やかに進

めなければならない状況にありますが、野洲市にとって今次の法改正は財政的にどのよう

に作用するのか、お伺いいたします。負担が大きくなるのか、軽くなるのか、今までと変

わらないのかということです。 

 さくら墓園の件ですが、今質問いたしましたことは、いずれも整備しなければならない

課題である。高齢化社会にはどうしても必要かと思います。今、答弁にありました件につ

きましては、改善の方よろしくお願いいたします。なお、石畳の改修については、部分的

には敷石を撤去して通路を確保するのではなく、そうすると費用がかさみます。そうしな
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いで、フラットにする適当な材料を石畳のでこぼこ表面に上塗りをしてフラット化するの

が、経費も少なく改修できると思いますが、いかがでしょうか。今の時期、効率よく集中

して整備されることを求めておきます。 

 次に、介護福祉サービス関連ですが、改正介護保険制度の課題を今お伺いいたしました。

今、全国で課題となっている件につきまして、４点お伺いいたしますが、今、ケアマネ難

民という新語が聞かれます。これは、全国的に介護が必要と認定されたのに、ケアプラン

をつくってもらえるケアマネージャーが見つからないというサービス低下が生じるという

新たな問題が浮上しております。野洲市においても、このような状況が見られるのか、お

伺いいたします。 

 ２点目ですが、介護予防のケアプランは、地域包括支援センターでつくるのが原則とな

っておりますけれども、当市の支援センターの処理能力を現状と将来についてどのように

判断しておられるのか、お伺いいたします。 

 第３点ですが、第２点のプランづくりは外部事業者のケアマネに委託可能ですけれども、

委託件数に上限が設けられたことから、多くを委託できない事態が各地のセンターで起き

ているようですが、野洲市の現状と将来の見通しをお伺いいたします。 

 第４点ですが、ケアプランはマイケアプランとして自己作成することも可能なルールに

なっているはずですが、ケアマネ難民の支援や自己作成の支援を目的として、自治体によ

ってはマイケアプラン作成の支援サービスを実施したり、そして民間団体が学習会を企画

するなど、ケアプラン作成の支援を行う事例が見られるようになっております。野洲市と

して、この事象をどのようにお考えなのか、所見をお伺いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） ただいまの三和議員の再質問にお答えを申し上げたいと思

いますが、大変申しわけございませんが、ご質問の第１点目、税源移譲されました今の義

務教育費国庫負担法の一部改正で負担率が２分の１から３分の１に改正されたわけですが、

税源移譲は幾らあったか、あるいは減に伴います本市への影響につきましては、ちょっと

手持ちで資料がございませんので、少し時間の猶予をいただきたいと思います。 

 そして、２つ目の平成１７年１０月２６日に出ました新しい時代に向けての中央教育審

議会の答申を受けまして、市費負担によります教職員の採用を本市も行っております。議

員がおっしゃいましたとおり、市費負担教職員の配置が可能になりまして、さらにその教

職員に学級の担任を持たせるということも可能になりました。市費で採用いたしました教
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職員は少人数指導担当で２名おります。野洲小学校、中主小学校、篠原小学校におきまし

て、少人数指導を２名が兼務で対応していただいております。また、特別支援教育担当と

いたしまして３名採用いたしております。これらの３名につきましては、祇王小学校、野

洲小学校、中主小学校において、それぞれ担任の仕事をしてもらっております。また、不

登校支援担当といたしまして３名採用いたしておりまして、中主中学校、野洲中学校、野

洲北中学校にそれぞれ配置をして、対応していただいております。また、障害児学級支援

担当で１名採用しておりますが野洲小学校で、また教科教育の担当ということで１名おり

ますが、少人数学級編制の実施校といたしましては、北野小学校、中主小学校、三上小学

校、野洲小学校、そして祇王小学校の５名となっております。 

 なお、ご質問にもありましたように、県費での採用によります加配につきましては、中

主小学校で小学校１年生複数加配として４名、北野小学校で複数加配として３名、篠原小

学校で少人数加配として１名、そして野洲小学校で少人数加配として１名、障害児の複数

として１名、また同じく県費の加配ですが、中主中学校で少人数加配で１名、野洲中学校

で少人数加配が２名、生徒支援加配で２名、野洲北中学校で少人数加配２名、別室指導加

配で１名、それぞれ県費、市費で負担をして採用をして、それぞれの学校にそれぞれの担

当として配置をいたしております。 

 それと、さらに２つ目ですが、市独自の義務教育スタイルをどのように考えていくのか

というお尋ねでございますが、本市では１８年度「野洲市の教育」というのをまとめてお

りまして、１８年度取り組むべき教育の課題内容をこの中で明らかにいたしております。

そこの１ページでは、ほほえみ・ときめき野洲市の基本理念といたしまして、ここに掲げ

ております。申すまでもございませんが、本市は人権と環境を土台に、生きる意味が実感

できる社会づくりをまちづくりの基本理念に置いております。また、本市の自然環境を申

し上げますと、連続性のある山、湖、それをつなぐ川といった自然環境を形成いたしてお

ります。そうした中で、私たちのまちは私たちのために私たち自らがつくるということが

まちづくりの基本といったことで、その実現のために共感、改善、活力、３つの概念を市

民と共有しながら、あらゆる施策を人権と環境に照らし合わせてというふうな取り組みを

して、市民一人ひとりが輝いて、一人ひとりの知恵がまちづくりに活かされるオンリーワ

ンのまちを目指していくというようなことを、この基本理念の中にうたい上げております。 

 そういうようなことで、全体としての基本理念はそういうことでございますが、特に申

し上げますと、障害児の教育には、ある面ではいろんな予算を割いてでもそちらに重点的
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に付けて、そうした教科指導なり、あるいは障害児加配なりに予算を重点的に付けて、そ

ういったところの教育に特に配慮しているといったことが言えるのではないかと思います。 

 それと、義務教育小学校施設費国庫負担法等の一部改正につきまして、市にとってこの

法改正はどのように作用するのか、負担が重くなるのか、これから耐震の基本計画を策定

いたしまして、今後計画的に取り組んでいくわけでございますが、負担が重くなるのか、

軽くなるのか、こういったお話ですが、元来法改正まではこうした国の制度、補助金制度

で賄ってきておりました。補助金と申し上げますのは補助対象事業と補助基本額、そして

補助率といったものがそれぞれ定められておりまして、そうした補助対象経費以外に、そ

の補助金を振り向けることができなかったわけでございますが、交付金制度に変わりまし

て、３カ年の計画を策定いたします。 

 例えばですが、野洲中学校の耐震の工事を施工しようといったことで、現在検討いたし

ておりますが、野洲中学校は当初の建築しました建物がいま少し、耐震診断は終わってお

りますし、体力度がないということで改築というようなことが必要になっているわけでご

ざいますが、これにつきましても、プレハブの仮設の校舎をということを考えていきます

と、勢い、一般財源の持ち出しが相当高く付くようになってまいりますが、そこを工夫す

ることによりまして、現有の校舎を生かしながら、あるいは敷地を生かしながら改造の工

事をしていくということになりますと、補助交付金対象の面積も確保できますし、その補

助交付金のプランについては起債もきくようになってまいります。また、交付金の性格か

ら申し上げまして、耐震の工事にかかっている校舎につきまして、その中での経費の融通

が割と付きやすいと。本市ではそういうようなことはなかなかできないわけですが、他市

の事例では、例えば３カ年の計画の中で複数の学校の耐震の工事をしようとした場合には、

その計画の期間内で対象の校舎相互であれば、交付金を融通することも可能だというよう

なことが、この要綱でも書かれております。 

 そうしたことで、負担につきましてはそう重くも軽くもならないとは思いますが、交付

金制度に変わりましたことによりまして、柔軟なそういった対応ができるのではないかと

思っております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山田和広君） さくら墓園につきましてお答えいたします。 

 開園以来ご利用いただいているわけですけれども、ご指摘のとおり高齢者の方や体の不
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自由な方に対して、また雨上がりの後などにつきましては、至らないところが出ておると

いうふうに考えております。その部分につきましては、先ほどお答えしましたとおり改修

を検討してまいります。 

 それから、入り口のところの石畳のところの改修の工法でございますけれども、段差が

１センチメートル以下でございますので、撤去しないやり方もあるかとは考えております。

例えば、ご指摘のとおり全部上に何か塗っていくだとか、目地の部分を何か補修していっ

て段差をなくすとか、逆に石の部分を削っていって段差をなくす、もしくは研磨していく

というような考え方もあるかと思います。また、それらを組み合わせてやるというやり方

もあるかと思います。ご指摘の手法も含めて、幅広に改修の工法については検討してまい

りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（竹澤良子君） それでは、三和議員の介護福祉サービスに関する再

度の４点のご質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目のケアマネの地域での充足の状況でございますけれども、現在市内には２

４名のケアマネージャーがおられまして、１人当たり大体３５人を担当するのが限度でご

ざいます。それで大体８４０人を市内で対応できる状況になっております。現在、在宅の

サービスを私どもが認定していますのが９０８人でございます。市内のケアマネージャー

と市外のケアマネージャーを合わせまして、大体現在は対応できているという状況でござ

います。 

 また、最近市内で居宅事業所を開設したいというふうなことの相談も受けておりますの

で、現在の状況ではケアマネージャーが不足しているということは、しばらく市内ではい

いのではないかなというふうに判断をしております。 

 それから、２点目の介護予防のプランは現在地域包括支援センターでこのプランを立て

ていくわけですけれども、この新予防給付につきましては１年かけまして認定をしてまい

りますので、大体１年過ぎますと４００人ぐらいが対象になるというふうに判断をしてお

ります。出発の段階では地域包括支援センターで、現在１カ所でございますが、ここで対

応ができるわけですけれども、将来的にはこの地域包括支援センターを先ほど申し上げま

した生活圏域３カ所に、各生活圏域に１カ所ずつということで全市で３カ所の計画を持っ

ておりますので、対象者がふえてくるにしたがいまして、体制を考えていきたいというふ
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うに思っています。 

 それから、３点目のこのプランの外部委託の可能でございますが、ご質問の中にござい

ましたように、一般の居宅介護支援事業所がこの委託を受けますと、１人当たりのケアマ

ネージャーに８件という受け持ち、それ以上できないということがございますので、私ど

ももこの地域包括支援センターを検討する中で、予防の部分というのはある程度地域包括

支援センターが総合的に見ていく方がいいだろうという判断で、現在のところは委託とい

うことは考えておりませんけれども、将来的にはそういう方向も考える必要があるという

ふうに思います。 

 それから、４点目のマイケアプランについてですけれども、現在、私どもでは１件だけ

ご自分でプランを立てていらっしゃる方がいらっしゃいます。それで、ご質問でございま

したように、支援体制という点につきましても今後の私どもの課題だろうというふうに思

っております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 暫時休憩します。 

            （午前１０時４１分 休憩） 

            （午前１０時４２分 再開） 

○議長（荒川泰宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） 恐れ入ります。 

 資料の手持ちがないということで、今取り寄せましたが、三位一体改革と補助金改革に

関しまして、義務教育費国庫負担金のうち、このときに対象となりました中学校教職員給

与費、おっしゃっていただきましたように８，４６７億円、８，５００億円とおっしゃい

ましたが、８，４６７億円のうちということでありますが、これらの経費につきましては、

中学校教職員ということで、県費負担の教職員に係ります部分というようなことで理解を

いたしますと、本市におきましては、そうした影響はないのかなというふうな理解をいた

しております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 三和郁子君。 

○８番（三和郁子君） 学校教育費、施設費法等の改正関連で、１点だけ求めておきます。

かねてから限定的な少人数学級の拡大、そしてクラス編制、人数の学校間格差の是正、さ
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らなる加配の拡大などということを、市独自裁量による斬新な教育システムの創出、改革

について提言しながら、私は今まで求めてまいりました。しかし、努力を願ってはおりま

すが、その評価においてはまだ不充足感があります。 

 今回の法改正は、裏を返せば自治体間の教育環境格差が生じたり、そして拡大する問題

を含んだ改正とも言えます。私は、野洲市の教育環境を揺るぎないものにするためには、

３つの基本理念が必要と考えます。 

 １つなのですが、日本の将来を担う子どもたちを育てなければならないという強い使命

感と信念、そして２つ目、斬新な教育への組織と情熱、３つ目、教育への重点的予算配慮、

この３点なくして野洲市の皆様が安心して子どもたちをゆだねることはできません。１２

月議会で、もう一度１９年度はどのように対応されているのかお伺いいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、介護福祉サービスの方ですが、これは２００４年４月にスタートの介護保険で、

利用者が自由にサービスを選んで事業者と契約をする。こういう基本原理のもとに法改正

ですね、４月からのは。軽度者に介護予防制度を導入する中に、利用者が主体的にケアプ

ランに関わろうという考えだと思うのです。野洲市には、今お聞きしましたらマイケアプ

ラン１名おられるということお聞きしました。このケアプランなんですが、自分でつくる

ことで、介護保険の活用法や限界もわかって、本来ならばケアプランは自分の生活プラン

づくり、人生のプランでもあると思います。利用者が受け身にならず、自ら組み立てよう

と積極的に関わる姿勢が、私は大切だというふうに思っております。ケアプランは自己作

成ができるというパンフレット、野洲市の場合、このパンフレットを見ましたけれども、

パンフレットのところ、これは自己作成ができるということが記載されていないのですね。

こういうパンフレットのところに自己作成ができるというふうに書いておけば、もっと人

数がふえて、介護予防以前に、先ほど部長もおっしゃっていましたが、答弁いただきした

が、予防研修を行うという答弁でしたが、その予防研修の中にこういうマイケアプラン、

こういう研修も入れてはどうかというふうに思います。一考をお願いいたします。 

 近畿二府四県で全９４市を対象に行った調査があるのですが、パンフレットに自己作成

ができると記載してある市は約６５％あります。自己作成のための資料などを添えた市が

２０％あります。私も自己作成でマイケアプランがつくれますという冊子を、市町で取り

寄せました。こういうふうなものができていて、もう元気なときからこういう予防のマイ

ケアプランの作成を勉強できる。予防を受けてからマイケアプラン、ケアプランを立てよ
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うと思ってもこれは難しいです。その前にマイケアプランをぜひ考えていただけたらと思

います。宇治市でも市役所の窓口で自己作成の相談オーケーというふうにも載っておりま

すし、浜松市でもすっきり解決で親切な手引ということで出しております。滋賀県にもあ

ります。長浜市ですが、自己作成担当職員が対応しております。今後介護予防にはこうい

うふうなマイケアプラン、これを一考していただけたらと思います。 

 筋力トレーニング室の方に先日伺いましたら、介護予防のためにストレッチ体操をして

おられました。そこにテレビ画面がありましてビデオが映っておりまして、それを見なが

らストレッチ体操等を高齢者の方たちがされておりましたけれども、その方たちのお話で

は、テレビ画面が小さ過ぎて映っているのがどういう動作なのか見えにくいというふうな

お話をお聞きしました。そういう予防に一生懸命来ておられる方たちの努力、そこまで来

ていただく、そういうところにもやはりテレビの画面をもっと大きくして、後ろからでも、

２０人でも３０人でも、何十人でも来ても後ろからでも見れるようなそういう画面を考え

ていただけたらと思います。 

 以上、いろいろと提言をいたしましたけれども、回答をもしできるようでしたらお願い

いたします。 

○議長（荒川泰宏君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） 三和議員の再々質問がございました。 

 少人数学級あるいはさらなる加配の拡大、そして教育システム改革に向けて取り組む必

要があるというふうなご提言をいただきました。本市教育委員会といたしましても、先ほ

どお答えを申し上げましたが、市費によります少人数指導、あるいは特別支援教育、不登

校支援といった加配も充実させていただいております。今後もそうした加配の教員をさら

にふやしながら、学校教育の充実と特に特別支援教育の充実を図ってまいりたいと思って

おります。 

 ただ１点、３つの基本理念の中で、教育への重点的な予算というようなこともご提言を

いただきましたが、本市教育行政、教育予算としましても、本市の予算の大きな割合を占

める予算を今年度いただいておりますので、まずはこれのきちっとした効果のある執行を

図ってまいるのが先決かなと、このように思っております。 

 今後ともよろしくご指導いただきますようにお願い申し上げまして、お答えとさせてい

ただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部長。 
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○市民健康福祉部長（竹澤良子君） それでは、再々度のご質問の２点につきましてお答

えをしたいと思います。 

 まず第１点目のマイケアプランのパンフレットだとか啓発、あるいは指導の件でござい

ますが、大変参考になりましたので、私どもの方もこの点について、市内でどのように取

り組んでいけばいいかということについて検討してまいりたいと思っております。 

 それから、２点目の筋力トレーニングでございますが、テレビの画面が小さいというこ

とで、このテレビ画面は当初現在の健康福祉センターを建てたときのテレビを使っており

ます。センターにはプロジェクター等もございますので、利用者が利用しやすいというこ

とでこれも検討してまいりたいと思います。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、通告第２号、第１番、西本俊吉君。 

○１番（西本俊吉君） １番、西本俊吉でございます。 

 私は少子高齢化について、非常に世間全般、話題としてにぎわいがありますが、その中

で先日も発表されました出生率を見ますと１．２５と、非常に厳しい、本当に先の心細い

感じさえする子どもの子育て支援に関して、特に行政施策の中で大きな柱であります保育

園に関した質問と、さらには安心・安全まちづくりの一環としての道路行政についての質

問を展開してまいりたいと思います。 

 さて、本市における保育行政の歴史は半世紀近く、現在使用している園舎は全般的に昭

和５０年前後に建設され、既に３０年近くの風雪に耐え、私は先日も現場に立ち、全般的

に見ますと老朽化と施設の手狭さを感じてまいりました。 

 また、昭和５６年６月、建築法が改正になる以前に建設されました建物については、耐

震強度についての不十分さが一般認識としてされております。本市の保育園について、耐

震診断の結果及び対策工事の必要性の有無について、まず１点お伺いいたしたいと思いま

す。 

 次に、本年４月、公立、私立合わせた保育園児の定員は本市では７７５名であります。

これに対して、預かっている園児の総数は７８８名、既に４月新年度スタートから定員オ

ーバーしているわけです。公私立合わせまして９保育園中６保育園が定員オーバーとなっ

ております。６月現在、待機状態の園児も十数名おられるやに聞いておりますし、また保

育の大事な問題として、家庭事情の変化、例えば保護者やご家族の病気、入院などによる

緊急入園措置の必要性などを考えあわせると、子育て支援の重要性が高まる現在、市民ニ
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ーズに合った新たな施設の建設が必要との認識に立ちますが、この点について市の方針等

をお伺い申し上げます。 

 次に、安心・安全についてですが、市内の道路には申し上げるまでもなく、国道もあれ

ば県、市の地方道もあり、またその形状もさまざまです。しかし、安全で安心な道路を提

供することは管理する者の責任であると思います。市内全般を見て、交差点や建物の入り

口のバリアフリー、フラット化はおおむね進んできているように感じます。しかし、市民

が日常的に使う各バス停留場は、多くのところで車道と歩道とを分離する縁石ブロックが

妨げとなり、高齢者や障害者の方々にはバスの乗降時に危険性を感じられておられます。 

 最近、歩道が完備しました比江小比江間の県道野洲中主線も同様であります。駅周辺を

中心とする市街地では、改良されているところも見受けますが、停留場における安全対策

について、今後の見通し、計画について市のお考えをお伺いいたしたいと思います。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（竹澤良子君） それでは、保育園施設の安全と保育行政についての

２点のご質問にお答えをいたします。 

 まず、第１点目の市内保育園舎の耐震診断及び地震対策のための工事の必要性について

ですが、野洲市内には公立保育所５園と私立保育所４園を設置しております。そのうち昭

和５６年の法規制前に建設された保育所は、公立４園私立１園の５園であります。私立の

１園は平成１６年度に耐震調査を実施し、調査の結果、耐震化不要と診断されました。残

り公立の４園につきましては、国の法律に基づき県が策定いたします地震防災緊急事業５

カ年計画により、平成１９年度に実施する予定をしております。その調査の結果を踏まえ、

年次的に耐震化工事を実施してまいります。 

 次に、２点目の保育行政に関する今後の市の計画、構想についてですが、平成１７年３

月に策定いたしました野洲市子育ちサポートプランの計画目標でありますように、働きな

がら子育てをしている人のために、多様で弾力的な保育サービスの充実に努めているとこ

ろであります。 

 具体的には、保育が必要な乳幼児はひとしく保育を受けることができるよう、待機児童

の解消や多様な就労形態に対応できるよう、延長保育や一時保育などの特別保育の充実に

努めてまいります。少子化が進み、地域での子育て機能が低下するなど、今後保育所が担

う子育て支援の機能はますます必要とされることから、国などの動向を踏まえ、柔軟に対

応していきたいと考えております。 
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 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（島村平治君） 次に、２点目のバス停留場の安全対策についてのご質問

にお答えをいたします。 

 高齢者や障害者をはじめとする交通弱者の社会活動における安全確保は喫緊の課題であ

り、道路整備における重点課題として位置付けております。こうしたことから、バリアフ

リー化など、安全確保に努めております。 

 ご指摘のバス停留場の乗降施設の整備並びに待合所のスペース整備は、施設利用者の安

全確保には不可欠であると考えております。したがいまして、市内のバス停留場につきま

しては、再度安全点検を実施し、バス会社等関係機関と協議の上対応してまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 西本俊吉君。 

○１番（西本俊吉君） 保育園につきましての耐震計画についての一定のご答弁は、私は

前向きなご答弁であり、受けますけれども、そういうような事業が展開されるについては、

やはり災害等はいつ起こるかわからないという感覚の中で、早急に取り組まれるようお願

いしておきたいと思います。 

 さらに、子育ち支援プラン、いろいろ策定されておりますけれども、現に待機児童がお

られる。そして、少子化は進んだとしても、やはり子育ての中で行政が果たすべき役割が

多く、ニーズも高まってくる。そういうことを考えたときに、保育行政は今後ますます重

要性を増してまいります。そういう意味合いからも、やはり市民のニーズ、そういうもの

を重視しながら、預けたい子どもは何時でも受け入れられるという体制でやるのが本来の

行政の立場ではないかなというように思っております。したがいまして、新たな施設と申

し上げましたのは、やはりお勤めになるお母さん方、お父さん方も多い、そういう中でも

う少し利便性も考慮した形での新たな施設の建設を検討されてはいかがかなというふうな

感じ、そういうところから提起申し上げているところでございます。 

 さて、次のバス停留場の関係でございます。私も市内ずっと、すべてとは言いませんけ

れども見てまいりました。ここに、小さいですけれども、写真を撮ってきております。こ

のように、せっかくバス停のための取り込み道路があるのに関わらず、縁石があります。

お年寄りの方は杖を持ちながら、また老人車を持ちながら、そしてこの縁石に一旦上がり、
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車道の低いところへ降り、それからバスの乗降口に乗られているというのが現状です。レ

ールで走っているＪＲとかそんなのと違って、この縁石とバスの乗降ステップとの距離は

必ずしも一定ではありません。だから、うまくとまってもらえればここから直接乗ること

も可能ですけれども、ほとんどの場合、きのうも見ておりますと、そんな簡単にしゅっと

乗れるような状態ではない。そういうことを考えたときに、非常にこの縁石が邪魔になっ

ているなという感じを持っております。そういうところから、できたら前後の扉の付近の

ところ、せめて今６０センチぐらいのブロックが置かれているわけですけれども、前後２

枚ずつぐらいを取り外して、ここを平坦にしていただいて、バスが着いたらステップまで

は簡単に近付けるような状態、そういうものが必要ではないかと思います。ちなみに、現

在お示ししておりますこのバス停の反対側は、マウンドアップ方式によってなされており

ますけれども、マウンドアップ方式も見た目にはいいし、非常にいいのですけれども、乗

る場合には必ずといっていいほど、車道に一旦足を置いた上で再度ステップに上がるとい

うような状況があるということをご認識いただきたいと思います。 

 これも、少しわかりにくいかもわかりませんけれども、同様に車道と歩道が同一の高さ

であり、縁石部分だけが際立って高い、２０センチ角のものですけれども、それが非常に

バスの乗り降りに不便になっております。ご承知のように、巡回バス等を利用されるお年

寄りもおられます。そういうところから、やはりぜひともこの辺の改良につきましては、

市街地中心でなしに必要なところ、特に公共施設等を持っているバス停付近に重点的にし

ながらでも、早急な対応をお願いしておきたいと思います。 

 これももう一点、これは市道、県道ですけれども、これは国道です。１級国道の８号線

はずっと見て回りましたところ、ほとんどよくなっております。これは４７７号線沿いの

あるバス停付近の写真です。このように、非常に歩道そのものの幅も狭く、そしてバス停

がどこかもうひとつはっきりしない。バスによっては、５メートル、１０メートルぐらい

前後しているようなバス停です、運転手によって。このガードレールと縁石との間にとま

る人もおられれば、この縁石の上で乗り降りするようにとめられる方もおられます。運転

手によりけりという部分もあります。これは私はバス会社が悪いと言っているのではなし

に、道路の安全施策が悪いという意味で申し上げているので、誤解のないようにお願いし

ておきたいと思います。 

 それから、これは余り地名的にどうこうという問題では、これも市内のバス停の一つで

あるというご認識でお願いします。歩道がありません。そして、その横には側溝が流れて
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おります。一段下がったところに薄い鉄板１枚でのバス待避所としての安全性が図られて

いるわけですけれども、私ですらここに降りるのに非常に大変な状況です。 

 このように、いわゆるバス停そのものの位置、そういうものについて、またここを改良

していただく余地は十分あるではないかと。せめてコンクリート板のごっついのでも置い

ていただいて、路面との高さが一定になるような方法、こういうものも講じてもらう必要

があるのではないかと思います。特に、ここを撮影しているときに感じたのですけれども、

ここは朝夕物すごい車両が通過しております。この反対側で降りられた方は、カーブを曲

がってすぐのところにバス停があります。横断する危険性もあります。バス停全体の見直

しという観点も含めて、これらについて、行政として市民の安全を守るために再検討され

る余地があるのではないかと思います。これらについて再度お答えをいただきたいと思い

ます。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（竹澤良子君） それでは、再度の質問にお答えいたします。 

 待機児童がいるということで、新たな施設の考えはどうかというご質問でございますが、

現在、西本議員がお示しをしましたように、私どもの公立、私立の保育園両方で定員が７

７５名の中で、現在ご利用いただいているのが７８８という数字でございます。保育園の

場合は、定員の１．２倍は可能ということで、全体でいきますと９３０人は受け入れがで

きる体制でございます。しかし、ご質問にもございましたように、大変駅周辺の保育園を

希望されるということで、現在の待機の方はやはり駅周辺をご希望されているということ

で待機をしていただいている状況でございます。私どももできるだけ早くこの解消に努力

をしてまいりたいというふうに思っております。 

 新たな施設の問題でございますが、公立で建てていくという考えはございませんで、民

間で施設を整備していくということにつきましては、支援をしていきたいという考えを持

っております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（島村平治君） 再度のご質問にお答えしたいと思います。 

 今、示されました４つの箇所でございますが、１つの箇所の県道の野洲中主線、豊積の

里の前でございますが、これについては昨年から県の方に要望しておりまして、これにつ

いては早急に対応してまいりたいと思います。あと３カ所については、場所はちょっと把
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握できておりませんので、先ほども答弁させていただきましたように、再度点検をいたし

まして、できるところから対応してまいりたいと思いますので、関係機関と協議の上対応

してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 答弁とさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 西本俊吉君。 

○１番（西本俊吉君） 都市建設部長からのご答弁をいただいたわけですけれども、私は

今写真で申し上げたのは、ここが悪いと言っている意味ではないのです。一事例として写

真を撮ってきました。このようなバス停留場は市内にたくさんございます。今ある方向で

は市街地から１キロの安心・安全な道路行政というものを展望されております。野洲駅か

ら湖岸までは約１０キロあろうかと思います。到底その地域については、今申し上げた計

画は及ばないわけなのですね。だから、必要なところをスポット的でもいいから、何とか

お願いできないかと。これは私が現場を見たから言っているのではなしに、市民からたく

さんご要望を私が聞くような状態になりましたので、ここで取り上げさせていただいた状

態です。ひとつご理解願いたいと思います。私も過去、バスの車内の明るさに目をとられ、

夜間降りたところで縁石があるのにないと勘違いして転んだという経験も持っております。

そういうところから、ぜひとも今申し上げている点については、予算的な制約もあろうか

と思いますけれども、市道については市で当然県、国にも働きかけていただく中で、でき

る限りそういう市民の安全策を講じていただくよう、さらなるご努力をお願いして、私か

らの質問にかえさせていただきます。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、通告第３号、第６番、藤村洋二君。 

○６番（藤村洋二君） ６番、藤村でございます。きょうは２件の質問をさせていただき

ます。 

 まず１件目でございますが、表題を大きく「１０万都市野洲市にふさわしい玄関づくり」

ということになっておりますが、野洲駅前再開発を推進していただきたい、このような思

いで提案をさせていただきます。 

 野洲市は平成１６年１０月に野洲町、中主町と合併し野洲市となりました。本年５月に

５万人を突破いたしまして、文字どおり市となることができ、責任の重さを痛感しており

ます。 

 旧野洲町でございますが、京阪神のベッドタウンとして、人口が昭和４０年代の後半か
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ら急増してまいり、倍近くになりました。当時開発されました住宅地は、高齢化が進み、

商店も閉鎖されるなどのため、日常生活品の購買も地域の中でできず、歩いていける商店

がないということで非常に困っておられます。 

 野洲市の課題、問題点としては、野洲市の商店に活気がなく、大型店を除いては買い物

をする場所がない。高齢者は日常生活にも支障を来し、本当に困っております。商店も大

型店の進出を理由に商売の不振を嘆いておられますが、新たに野洲市に出店してこようと

いう業者もなかなか沿道サービス以外にはなく、地域の中では車がなければ生活できない

まちになっております。 

 また、公的支援により、商売人の皆さん方の活性化を図っていこうというような取り組

みも何度もされているわけでございますが、商店の方々も後継者がない、また設備投資が

できないとか、その設備投資に見合うだけの収入が確保できないとか、いろんな問題点が

あろうかと思いますが、商店の方には効果はなく、主体的に商売の経営革新に取り組もう

という気持ちが沸き上がるようなまちづくり、それをしないと高齢者の皆さん方が地域で

歩いて日常生活品が求められるようなまちにはならない、このように思います。 

 そのためには、何よりも人口を増加させていく。その中で商売の皆さん方が自ら商売を

やっていこうというような気持ちを加えるようなまちづくりが必要でありますので、何と

しても消費人口の増加を求めてまいりたいというふうに思います。 

 また、３つ目には商店は駅前に散在しておりますが、野洲駅周辺は駐車場やマンション

が多く、商業立地としての整備が遅れております。新たに野洲駅に降りて来訪される方々

には、この野洲のまちを見ると、本当にお風呂屋さん以外何もないまちだと、環境もいい、

自然もいいかもわからないけれども、住んでみたいまちではないなと、こういうふうに思

われる、こういうふうな現状がございます。 

 野洲市の総合計画基本構想中間案をこの前ちょうだいいたしましたが、この中では１７

年３月の６５歳人口は１６．２％で、平成３２年には人口は５万９，０００人、これは政

策的な部分も含むと書いておりましたが、６５歳以上は２２．５％と予想されております。

団塊の世代が６５歳を超える平成２５年ころからは、毎年６５歳以上の人口が７，０００

人から９，０００人増加するわけで、高齢者が地域で生き生きと暮らせるまちづくりが急

務となってまいります。 

 野洲市では、平成２２年度にかけて、野洲駅前ロータリーの整備（Ｄブロック）と駅か

ら１キロ範囲の交通バリアフリー特定事業計画の推進を検討しておられます。その一方で、
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野洲駅前のＡ・Ｂブロック、これは野洲駅の現在ある中では唯一のまとまった土地である

と思っておりますが、これにつきましては、平成１３年に定期借地で１０年でやられたの

で２２年までの営業でないかなと思って２２年度と思っていますが、２３年度の間違いか

もわかりませんが、ほほえみ乃湯が営業されておりますが、この後は定期借地でございま

すから、更地になる。どういう使い方をするかということが検討されるわけでございます

が、その中では今回Ｃブロックはマンション業者の皆さん方に販売をされたということか

ら、マンションへの販売が希望されている、このように思っています。 

 野洲市の総合計画基本構想中間案の中で、拠点整備方針があります。その中にはＪＲの

野洲駅周辺は市を代表する拠点として、行政機能、居住機能、商業機能などの高度化を進

めます、また駅へのスムーズな交通アクセスを図り、調和のとれた拠点づくりを進めます

とあります。今、平成２２年度までにＡ・Ｂブロック、またバリアフリー構想の工事が進

んでいくということを考えますと、時間的余裕はないと考えます。早急な野洲駅前の全体

整備を図るべきと考えますが、以下の３つの点についてお伺いします。 

 まず１つは、野洲駅前のＡ・Ｂブロック、平成２２年度まで、また２３年度まで定期借

地でほほえみ乃湯が運営されておりますが、閉店後の市の対応についてお聞かせいただき

たい。 

 ２番目に、野洲商工会地域振興委員会が、先日野洲駅南口未利用地に関する提案を市に

出されました。この未利用地、Ｃブロック、Ｄブロックへの評価についてお伺いします。 

 ３点目、改正されたまちづくり３法による影響についてどのように考えておられるか。 

 以上、３点についてお伺いしたいと思います。 

 続きまして、国語教育・読書を学校教育の基本に。 

 英語教育につきまして、中央教育審議会の専門部会は、小学校５年生から英語を必修に

すべきだという報告書をまとめられております。この内容について、読売新聞で世論調査

をつい先日行っておられます。その内容では、賛成の人は６７％、反対２８％で、２００

４年に実施されました同種の調査は賛成８７％でございましたので、賛成は大幅に減りま

した。報告書が議論を呼び、まずしっかり国語を学ぶことが必要だなどの反対論が出され

たことが大きく影響しているということであります。 

 今回、私の質問は英語教育の是非を問うものではありませんが、まず国語を学ぶことが

必要だの声について、教育委員会として考えていただきたいということで質問をさせてい

ただきます。 
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 昨年９月議会でも、図書館の指定管理に関連いたしまして、国語教育、読書について質

問させていただきました。教育長はそのとき、子どもたちの命を預かり、子どもたちの生

きる力をはぐくむ保育や読書を通じ、子どもたちの人格形成や日本人としての文化などを

はぐくむ図書館の事業は、公の役割そのものと言えます。また、国語教育は文字や言葉を

通して、子どもの考える力を養い、学力の基礎を築き、今日的課題のコミュニケーション

能力を高める重要な教科であり、図書館は読書を通して、幼児からお年寄りまで市民の生

涯にわたる継続的な学習の機会を保障する重要な役割を担う公共施設であると考えており

ます、このように積極的に回答をいただきました。私としては野洲市の子どもたちの将来

は安心だなと、安堵をしたものであります。 

 つい最近、ベストセラーになっております『国家の品格』、藤原正彦先生、数学の先生で

ございますが、この先生はその著の中で、「とにかく国語です。一生懸命本を読ませ、日本

の歴史や伝統文化を教え込む。活字文化を復活させ、読書文化を復活させる。それにより

内容を作る。遠回りでも、これが国際人をつくるための最もよい方法です」と述べられて

おりますが、残念ながら小学校の国語読書の授業時間は、私たちが小学校で学んだころと

は少なくなっているのではないかなというふうに思います。低学年は８時間あるというふ

うにおっしゃっていましたが、高学年では週に５時間しかなく、とにかく国語という体制

にはなっておりません。藤原先生がおっしゃっておられるのですが、国語はすべての知的

活動の基礎である、国語は論理的思考を育てる、国語は情緒を培う、国語は祖国であると、

このようにおっしゃっておられますが、このように考えるなら国語教育・読書を学校教育

の基本に置き、もっと授業時間数をふやすべきと考えておりますが、教育長のお考えをお

伺いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（島村平治君） それでは、藤村議員のご質問の「１０万都市野洲市にふ

さわしい玄関づくり」についてお答えをいたします。 

 まず、１点目の野洲駅前のＡ・Ｂブロックの閉店後の市の対応についてお答えをさせて

いただきます。 

 野洲駅前のＡ・Ｂブロックにつきましては、議員ご承知のとおり、アサヒビール株式会

社の所有地でありまして、このうちＢブロックにつきましては駐車場として利用されてお

ります。また、Ａブロックにつきましては、平成１３年度に市内の業者が１０年間の定期
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借地でほほえみ乃湯を経営されております。アサヒビールといたしましては、今後の利用

形態を検討するには時期半ばであり、計画を立案するには至っておりませんが、ここ２、

３年には計画を立案する時期が来ると思います。本市といたしましては、野洲市の玄関口

である駅前であることから、アサヒビールがここでの計画を立案していく際には、その前

段階において同社と大いに議論していきたいと思っております。その際には、できるなら、

Ａ・Ｂブロックにとどめず、周辺の市有地も含めて何かできないかなどについても考えた

いと思います。 

 当市は先に５万人を超えました。野洲駅はすぐれた立地条件にあり、今後の当市の発展

の可能性を示唆しています。現在、野洲駅の乗降客数は２万６，０００人でございますが

これを３万、また３万５，０００人と増加していくよう、当市の発展と駅前の活性化を目

指していきたいと考えております。 

 続きまして、２点目の野洲商工会地域振興委員会提案の野洲駅南口未利用地に関する提

案の評価についてでありますが、これにつきましては、平成１７年度に本市が策定いたし

ましたＪＲ野洲駅南口駅前土地利用計画において、この提案や商工会からのご意見を参考

にしております。今後、事業実施段階におきましても、この提案を参考にさせていただき

たいと考えております。 

 続きまして、３点目の改正されたまちづくり３法による影響についてでありますが、ま

ちづくり３法とは平成１０年に制定された改正都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心

市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の３法で

ありまして、国及び自治体が一丸となって、中心市街地の活性化に取り組んできたところ

であります。しかし、目に見えて効果が上がっている地域は少なく、いわゆるシャッター

通りがふえるなど、総じて状況は改善していないところであります。 

 このような状況を踏まえ、中心市街地の空洞化に歯どめをかけ、活性化を促進するため、

まちづくり３法の見直しがされたところであります。改正法が施行されますと、市街化調

整区域では、原則として大型店舗の出店が禁止され、大型店の出店は市街化区域の商業系

の区域などに限定されることになります。 

 今後は、こうしたことを十分考慮しながら、駅前の活性化の推進につながるまちづくり

に反映させていきたいと考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 教育長。 
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○教育長（大堀義治君） 藤村議員の国語教育・読書についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 議員のご質問の中に、国語はすべての知的活動の基礎である、国語は論理的思考を育て

る、国語は情緒を養う、国語は祖国である、そういうようなお考えを述べられております

が、私も意を同じくするものでございます。 

 さて、国語教育は非常に大切でございまして、学校教育、図書館活動において、活性化

されるよう指導を図ってきたところでございます。 

 まず、学校教育では、例えば平成１５年度、１６年度の２年間にわたりまして、文部科

学省の国語力向上を目指したモデル校として、篠原小学校が指定を受けました。その研究

の主な内容は、伝え合う力の育成を主なテーマとしまして、読む力、聞く力、話す力をど

のように育てていくか、それぞれの力を学年ごとに明らかにしまして、カリキュラムをつ

くっていきました。実践研究については、県の教育委員会から高く評価されたところでご

ざいますが、その成果を研究紀要としてまとめまして、国語教育の取り組みに生かしても

らうよう、各学校に配付をいたしております。 

 次に、読書指導ですが、藤村議員ご指摘のように、読書の重要さは言うまでもありませ

ん。現在、市内すべての小中学校におきまして、朝の活動などに継続的に取り入れ、読書

力を付けさせております。一方、図書館との連携も大事にして取り組んでおります。例え

ば、各校園に図書館職員が出向きまして、絵本や物語の読み聞かせ活動や、文学にとどま

らず自然や文化などに広げての本の紹介活動、さらに篠原小学校や中主小学校で本の出張

貸し出し活動を実施しております。子どもたちは、これらの活動を大変楽しみにしている

という学校現場からの声を聞いております。これらの取り組みは、単に本の紹介ではなく、

その基本に言葉があり、言葉による相互理解力を付けていくこともねらっております。 

 また、学校の図書室には、図書ボランティアとして現在小中学校合わせまして４３名の

方が、図書室の整備、点検にあたって下さっておりまして、こともたちの読書活動を支え

ていて下さることも述べておきたいと思います。 

 最後に、授業時間数のことでありますが、これは学習指導要領に基づく時間数でありま

す。しかし、国語力は国語の時間だけで育つものではなく、他の教科等においても話し方、

まとめ方、聞き方などを育てていくものと考えております。これまでの取り組みを踏まえ、

今後とも学校における国語・読書教育の推進を図っていきたいと考えております。 

 ご理解をいただきたいと思います。 
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○議長（荒川泰宏君） 藤村洋二君。 

○６番（藤村洋二君） 今、Ａ・Ｂブロックの件で、今は駄目ですが、いずれは計画をし

ていくと。あと２、３年の中ではアサヒとも話をしていきたいというふうにお話しをされ

ましたが、アサヒさんは、以前は何度も他の議員さんがお話をされておりますので、聞か

せていただいておりましたが、所有地の開発は自社で行うというのを基本とされておった

わけですが、方針変更されまして、開発が行われる場合は土地の貸与か売却の形というこ

とで、自社の開発ではないのではないかというふうに今の現状は聞かせていただいておる

わけでございますが、このことは、今までアサヒさんが大きく自社開発とおっしゃってい

た中で進んでおられたわけでございますが、これは今後の駅前開発に有利な状況になって

くるのか。野洲市が開発していくときに有利に働いてくるのかどうか。その辺、アサヒの

現状等とあわせてお話をいただきたいし、そういう場合なら、今後アサヒとの対応は野洲

市が主導権を握っていくことになるのか。このようなことについてお尋ねをしたいという

ふうに思います。 

 それで、ほほえみ乃湯が２２年ないしは２３年に定借が切れるということで、もし閉店

をされるということなら、２、３年前から当然アサヒさんの土地貸与もしくは売却の方針

も含めながら協議を進めていただくということになるわけですが、それですと、２２年と

いいますと、もうすぐにまいりますので、どのようなタイムスケジュールでこの点につい

て考えるか。２、３年で考えるというようなお話でございましたが、余りに遅いと売却を

すると。売却をしてしまうと、その中でＣブロックのようにマンションが建設されるとい

うことになってまいりまして、駅前にロータリーに面した土地、これは何事にもかえがた

い、野洲市としては一番いい土地、大事な土地です。この土地にマンションが建ってしま

うと、当然有効利用しますから、高層のマンションをお建てになることになるでしょうし、

固定資産税という面では、一等地に高層マンションを建てられたら、固定資産税はそれな

りに入ってくるということにはなりますが、にぎわいのまちの大きな障害になってくる。

マンションや駐車場というのは、基本的にはマンションの場合は夜帰ってこられるために

その施設があり、駐車場はそれも夜に帰ってくる、もしくは朝ご出勤されるための施設で

あり、そこは何も動かないということで、にぎわいのまちにはならないわけですが、この

辺について、マンション建設が予想されるが、マンションはにぎわいのまちの大きな障害

になると思いますが、この点について、マンションについての考え方をお伺いしたいと思

います。 
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 それと、今度のＣブロックの中でマンションを建設されると。私は何度かご担当の皆さ

ん方に、ぜひペデストリアンデッキをつくってこのマンションの１階、２階は商業施設を

張り付けて下さいと、マンションの２階高とデッキの高さを合わすと。だから、うちはこ

こまでやってあげるのだから商業施設をつくって下さいというような提案をしながら、１、

２階は商業施設であるということができないのかというふうにお話をしております。ペデ

ストリアンデッキは、安全や交通ふくそうの解消法というだけでなく、駅前にそういうデ

ッキがあることで、まちの景観が大きく変わりまして、ああ、まちに来たなというような

気持ちがします。当然、デッキの上では若者が路上ライブをしたり、多様な姿を見せてく

れて、まちそのものが見ていて楽しいまちができてくる。そしてまたそのデッキを使いな

がら、いろんな展開が考えられるというふうに思いますので、今回のＣブロックのマンシ

ョン建設について、ぜひぺデストリアンデッキを建設して、文化ホールまでつないでいく。

その中にマンションをつくっていくということができないのかということについて、考え

をお聞きしたいと。 

 それと、今回のまちづくり３法の改正は、空洞化した地方都市の中心市街地ににぎわい

をどのように取り戻していくかということがねらいだというふうに思っていますが、野洲

市がこの改正を受けてどのような都市像、グランドデザインを描こうとされているのか。

これについてもお聞かせいただきたいと、このように思っています。 

 それと、文化ホールの駐車場でございますが、文化ホール利用者にとりましては、大き

なイベントの場合、駐車場にとめられずに非常にお困りになっておられます。駐車台数を

を増加できる方法としては、あれだけの大きな土地でございますので、立体駐車場の建設

の要望が利用者からはよく聞かれておりますが、今の駐車場周辺の民家への影響もあり、

なかなか難しい部分があるというふうには聞いておりますが、駅前の開発に合わせながら、

公的な駐車スペースの確保ということもあわせて、立駐化というものは検討することがで

きないのか。この６点、今申し上げたのですが、６点についてお尋ねしたいと思っていま

す。 

 続きまして、篠原小学校の伝え合う力を育て伸ばす取り組みということで、教育委員会

に聞かせていただきました。私も知りませんでして、現地にまいりまして、内容も聞かせ

ていただき、紀要もいただきまして、ざっとしか時間がなくて目を通すことができており

ませんでしたが、感心をいたしました。国語というのは勉強しなくても何とかなるという

意識が、多分みんなの中にもあって、国語の勉強をやるということは、漢字を覚えたり、
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語句を勉強するということで、あいまいな形で勉強してきたのが実態でありまして、それ

を補完する部分として、まず読書といいますか、多くの本に出会って多くの本を読むとい

う習慣が勉強技術を補ってきたのではないかなというふうに思っています。 

 今、国語力が非常に落ちてきている、また読書の量も落ちてきている。前回も言いまし

たが、ＯＥＣＤのこの前の調査では、国語が非常に悪い成績をとったというような中で、

国語力の低下というものがコミュニケーションを不足させていくということで、大きな課

題になってきていて、篠原小学校が話したいな、聞きたいな、伝え合う力を高める国語科

の指導の工夫という研究次第で２年間進めてこられたと。本当に時宜を得ているなという

ふうに思っているわけですね。 

 不登校の子どものことを考えますと、表現能力がない、対人関係の能力がないという大

きな問題の中で、その子が豊かな自己表現を取り戻していけるのなら、自己の回復につな

がってくるのではないか。このように思うと、本当に国語の力、今回の篠原小学校の取り

組みはよかったなというふうに思っています。 

 馬場次長、ちょうど篠原小学校で担当されておりましたので、具体的なご苦労をされた

と思うのですが、紀要の中に、今私は他の教科の方が体験的な学習活動を設定しやすいと

考えるなら、伝え合う力を育てやすい環境にあるのではないかと考え出している、これは、

活動を進めてこられた自分自身の考えをまとめておられるのですが、これは国語科を否定

するものではなく、国語科と他の学習活動との連携をすれば、子どもにとって授業がもっ

とおもしろくなるのではないかと思うのであると。子どもにとって互いに授業内容がわか

り合えるから云々と書いておられますが、私自身はまず何よりも国語というふうに、一に

も国語、二にも国語と思っておりますが、先生の今のこの内容では、やはり他の教科の体

験が非常に子どもに大きく影響を与えていくというふうに、この２年間でお考えになった

というふうに思いますが、私は先ほども申し上げたように、その基礎は篠原小学校の２年

間の国語教育の充実という基礎があって、そこに結び付けることができたのではないかな

というふうに思っておりますので、この辺について馬場次長のお考えをもう少しわかりや

すく教えていただければありがたいなと思っています。 

 それと、先ほども図書の充実ということで、野洲図書館との連携とかボランティアの皆

さん４３名、いろいろと取り組みをされている状況を聞かせていただきまして、図書館の

方からも聞かせていただくと、やはり篠原小学校の子どもたちが学校で図書館の職員に対

して、また借りる本を選ぶに対しても、他の小学校との差というものは非常に大きい。自
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分自身がどういうものを読みたい、何を勉強したいということを持ちながら本を選んでい

るという姿が篠原小学校の子どもさんにはありありと見える、すばらしいということでお

っしゃっておられましたので、この辺の成果をどのようによその小学校に戻していけるの

か、お考えがあればお聞かせいただきたいなというふうに思っています。 

 朝読書につきましても、毎日篠原はやっておられる。その他の学校は、毎日やっておら

れるところも週に２回しかやっておられないところもあります。この辺の問題を、どう読

書と国語力の向上を結び付けていくかということも大事だと思いますので、本当に篠原小

学校の状況を他の小学校にうまく持っていけると本当にいいなというふうに思いますので、

その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 暫時休憩いたします。 

            （午前１１時４８分 休憩） 

            （午後 １時００分 再開） 

○議長（荒川泰宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（島村平治君） それでは藤村議員の６点にわたっての質問でございます

が、お答えをさせていただきます。 

 まず、１点目の野洲駅前のＡブロック及びＢブロックの今後の活用ということでござい

ますが、これにつきましても議員のご質問のとおり、以前はアサヒビールにつきましては、

自社所有地は売らない、貸さない、自社開発とするという狭い考えを持っていたアサヒビ

ールでございましたが、今日ではこの方針を転換されまして、所有地の譲渡もしくは貸し

付けを含めまして、具体的な開発を可能とするため非常に柔軟に方向転換されたことでご

ざいます。 

 こうしたことから、やはりこの土地の参入につきましては、あらゆる業者やまた多くの

人を対象に参画されるということでございますので、土地の開発については有効であると

考えております。 

 ２つ目のほほえみ乃湯の今後の見通しでございますが、このほほえみ乃湯につきまして

は、現在年間入場者が３０万人というようなことを聞いております。これを計画するにあ

たりましては、年間入場者が３６万ぐらいが一応の採算ラインということを言われており

ました。こうしたことから、現在もこれを維持されて、ほほえみ乃湯を経営、定着されて
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おります。こうした状況でございまして、平成２２年度に借地権が終わるわけでございま

すが、そうしたことから、いろいろ市民の声も出てくるかと思いますが、このことにつき

ましては今後の計画の中で考えていきたいと思っております。 

 ３点目のマンションについての考え方でございますが、これにつきましては、やはり一

般的に駅前ということにつきましては地価が高く、民による開発となれば、やはり土地の

高層化は避けられないと思っております。今日では高層の建物、例えばマンション、ホテ

ル、または商業ビル等と思います。このうち、ホテル、また商業ビルにつきましては、当

市の立地条件、人口等で馴染まないかと思いますが、こうした場合におきましても、他市

町に比べまして、すぐれた要素があることから、マンションも妥当だと言われております

が、人口の増加の面から見れば、合理的な状態だと言えます。しかし、マンションは、先

ほど議員も指摘がありましたように、閉ざされた建物ということでイメージがあり、また、

にぎわいという面からも必ずしもプラス面とは言いがたい感もあります。しかし、そこで

マンションの低層階には商業、あるいは公共施設など活用するというようなプラスイメー

ジも考えていくことが大切かと考えております。また、こうしたことも可能だと考えてお

ります。 

 ４点目のペデストリアンデッキでの駅前と文化ホールまでを結んではどうかという議員

のご提案でございます。これにつきましては、昨年度策定いたしました野洲駅前南口の土

地利用の計画案の一つとして、野洲駅前の一部にペデストリアンデッキを設ける計画をし

ておりました。このデッキを駅の正面でなく、議員ご提案の文化ホールまでつないではど

うかというご意見でございます。おっしゃるとおり、野洲駅の改札口を出た人が、会場に

降りることなくそのまま移動できますし、その機能上から、また安全上からしても有意義

なものと考えております。ただ、文化ホール等でございますが、現在駅前の今後の確実な

計画も決まっておりませんので、そうしたことから具体的にはお答えすることができませ

んが、しかし幸いにもデッキ自体は後付けが可能ですので、今回のご質問、ご意見を意義

あるものと受けとめまして、今後の開発の中の可能性について探っていきたいと考えてお

ります。 

 それと、５点目のまちづくり３法における空洞化対策をどのように考えていくかでござ

いますが、これにつきましても、特に駅前等につきましては、駅前の用途区域の変更も視

野に入れながら、商工会、関係課が十分協議しながら検討してまいりたいと思います。ま

た、このまちづくり３法の改正でございますが、先ほど本国会で通ったばかりでございま
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して、この改正内容等、まだ我々には知らされておりませんので、野洲市の実態等にどう

影響を与えるかというのがいろいろと不明確な点もありますので、今後十分検討しながら

野洲市のまちづくりに反映していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 ６点目の文化ホールの駐車場につきましては、教育委員会の方から答弁をいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） ただいま藤村議員からご質問がございました６点目の文化

ホールの駐車場の立体化についてお答え申し上げます。 

 野洲文化ホール駐車場の立体化につきましては、野洲文化ホールそのものが他の市や町

のホールと違いまして、ＪＲの野洲駅から歩いて２、３分という非常に交通利便性の高い、

すぐれた立地条件となっております。議員ご提案の駐車場の立体化につきましては、過去

にも検討した経過もございますが、例えば簡易な立体駐車場でも相当経費が必要となって

まいります。その上、騒音と排気ガスといったことも、お隣にお住まいの方々のプライバ

シー保護といったことの観点からも、立体化は難しいのではないかなと。また、逆に密閉

型の中層の３階あるいは５階建ての駐車場ビルということになりますと、また相当建設の

コストがかかりまして、費用対効果の面からも難しいのではないかと、こういうふうな判

断をいたしておりますのが現状でございます。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 教育部次長。 

○教育部次長（馬場 豊君） 藤村議員の国語教育あるいは読書教育についてのご質問に

答えさせていただきます。 

 まず、篠原小学校の研究内容につきまして、先ほどお褒めの言葉にあずかりましたこと、

前校長として大変うれしく思いますと共に、一緒に研究実践をしてまいりました職員に感

謝し、今日のことを伝えていきたいと思っております。ありがとうございました。 

 さて、ご質問の件ですが、国語というものをどのようにとらえていくかということが大

事であると考えております。藤村議員ご指摘の内容で、国語科としての位置付けはこれま

でと全く変わるものではなく、非常に重要であると認識しております。 

 ところで、滋賀県の１８年度の学校教育の指針というのが出されています。これは全教

職員に配付されておりまして、校長あるいは教頭は、これについての説明を県から受けて

いるところでございますが、この中に、国語力の向上という項目がございます。この中の
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一部をちょっと読ませていただきますと、国語力は考える力、感じる力、想像する力、あ

らわす力と、それらの基盤となる国語の知識、教養、価値観、感性等から構成されており、

国語科の授業はもとより、ここからが大事だと思うのですが、各教科、総合的な学習の時

間等、教育活動全体の中で適切かつ効果的に実践されることが大切である、特に教科間、

及び小中高等学校間の連携を図った授業改善、言葉によって豊かに表現する機会の充実、

読書活動の推進、日本語の豊かさを感じさせるよりよい言語環境の整備等により一層努め

る必要があると述べられております。 

 このように、国語科をベースとして、国語力をどうはぐくんでいくかということが、今

の国語に関する重要な課題であるといえます。この点に基づきまして、篠原小学校の研究

主題、「話したいな、聞きたいな、伝え合う力を高める国語科の指導の工夫」として設定し

ております。これは先ほどご指摘いただきました研究紀要、１５年度、１６年度版でござ

いますが、この中に最も重要なキーワードといたしましては、話したいな、聞きたいな、

この「たいな」という言葉でございます。そして、伝え合う力、ここに関わってくると思

います。子どもたちが話したいな、聞きたいなと自分の内面に思うには、話したいことが

あるとき、あるいは聞きたいことがあるときだと思います。言いかえれば、何々したいと

いうには、いろいろな活動が体験として、これは先ほど指摘していただいておりましたが、

体験というのは心の中に落ちついてこそはじめて体験となるものでございますけれども、

体験としてとらえられていなければなりません。体験あってこそ話したいな、聞きたいな

ということが子どもの内面に生じてくると思います。 

 もう一つは、話せる、あるいは聞かせてくれる相手がいることです。話したい話し手、

聞きたい聞き手があってこそ、伝え合う力は生まれ、そして磨かれていくのだと考えてい

ます。実際の授業では、例えば総合的な学習の時間があるわけですが、その中ではインタ

ビューとか、あるいはみんなで話し合って物事を決めていく、そういうことが行われてい

ます。この中において、国語科で培ってきた力を、言いかえれば基礎基本の力だともいえ

ますが、その力を国語力として総合的な学習で生かしていくことが、力を付けていくこと

が大事だということだと思います。その点におきまして、３年次の研究内容がそこに込め

られていると思っております。 

 以上、申し上げてきましたことは、篠原小学校において３年間の研究実践を積み上げて

きて、一人ひとりの教師が実感としてとらえてきたところでございます。ご質問のとおり、

これらのことを市内小中学校に伝えていくことは本当に大事だと思いますし、今後の国語
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教育の推進もあわせて、やっていかなければいけないと思います。今後、管理職研修や国

語科主任会等で機会を通じて説明をし、理解を図って広めていくよう指導していきたいと

思っております。 

 次に、野洲図書館との連携でございますけれども、各校とも取り組んでいる状況でござ

いますが、現在の活動状態を図書館の実施状況から見てまいりますと、どちらかといえば、

図書館の積極的な活動を受け入れている状況ではないかなということを感じられます。決

して学校側が手をこまねいて引っ込んでいるというわけではございません。しかしながら、

今後、さらに学校として図書館に積極的に働きかけていって、取り組んでいくということ

も大事だと思います。例えば、３年生で実際にやっておられるのは、３年生の社会科の学

習なのですが、地域めぐりの中で図書館をその中の一角に取り込んで図書館の方の話を聞

いたり、あるいは本の見方とか読み聞かせをしていただいたとか、そういうような活動も

あります。こういうものをさらに広めていくよう、これも指導を図っていきたいと思いま

す。ちなみに、６月２８日には市内の定例教頭会で図書館から来ていただいて、図書館に

ついての説明をしていただき、図書館活動の推進を図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 藤村洋二君。 

○６番（藤村洋二君） 今、再質問で島村部長に答えていただきまして、ほほえみ乃湯が

平成２２年までということですが、本当に今もそれなりのお客様がお越しいただいていま

すので、事業者の皆様方については継続したいという部分もありましょうし、アサヒさん

が方針転換されて土地を譲渡する、もしくは賃貸という形で計画をされるにしろ、やはり

２２年という年数よりは早目からの取り組みを進めていただくということをしないと、押

し迫ってやったときには、もうマンション業者が譲渡ということになって、マンションが

建ってしまうというおそれがあるのと違うかなというふうに思っています。先ほど、マン

ションについては、他市に比べるとすぐれた点もあるしそれなりに合理的なものだという

ことでおっしゃっていて、その中にある程度商業施設を放り込むこともできるのではない

かというご回答でしたが、それなら今回Ｃブロックもそういうふうな行政指導なり、それ

に対して行政指導が実行できるようにこちらの方は１階、２階であなたのところに合わせ

るようにしますというようなこちらの提案をしていくということが、ただ行政指導したっ

て、言うだけでは相手は動いてもらえませんけれども、やはりこれだけの姿勢を示してい

くという中で、１、２階については商業施設をという形はいけるのではないかというふう
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に思います。実際に、私は近江八幡で仕事をしておりまして、八幡行政はやはり近江八幡

の駅前にありました土地の有効利用については、建て替えをしてほしいと。その中でデッ

キをつくって１、２階こういう形でやると。高さも合わすから早く計画を立ててくれとい

うのを再三言いに来ていました。やはりそういうような提案が市からあったときには、地

主としてはどうしてそれを無視した対応はできないわけで、その辺の問題はもう少しこち

らが能動的に、言うだけということではなくて働きかけていくということが必要ではない

かなというふうに思っています。 

 商工会の今度の提案も、一応Ｃブロック、Ｄブロック、今の段階では本当にベストのご

提案をされているというふうに思っていますけれども、その提案については漏れ聞きます

ところによると、やはり全体像がないことにはこの程度しかできないという中でのベスト

な提案をさせていただいたということで、実際にＣブロックにしても、何かをするための

イベントのためのそういう空間づくりという方向でしかご提案をされていないという実態

を考えていくと、やはりＡ・Ｂを含めた全体像をどのようにしていくかということが一番

大事だというふうに思っています。私は駅前開発を他人任せにする、今までですとアサヒ

さんがどうしても自社開発をするということで、アサヒさんの意向に沿うということにな

ってきて、なかなかもう一歩が踏み出せなかったわけですけれども、アサヒさん自身が自

社開発をしないという方針なら、やはりもう少し野洲市がイニシアティブをとって再開発

事業という形で考えていくべきだと。当然、これはＡ・Ｂブロックのアサヒさんの部分だ

けでなく、私はちょうど文化ホールの駐車場の隣がＪＡさんですので、文化ホールの駐車

場は立駐ができなくても、ＪＡさんの部分だったら立駐はできるのではないかと。それは

実際可能なのと違うかと。周辺の民家に影響を与えるということもないし、それだけの空

間を上げてから駐車場をつくるのですから、そういうことも含めて教育委員会はもう少し

建設部にもしゃべってもらわないといけないなというふうに思いますので、今回の再開発

の推進というのは、今までのアサヒさんの土地だけでなくＪＡも、また滋賀銀行さんも、

文化ホールの駐車場も含めて再開発事業ができないかというふうに思っています。 

 具体的には、駅前の図書館、男女共同参画センター、就労支援センター、駅前案内所な

どの公共施設をつくり、滋賀銀行さん、ＪＡさんにその中に入っていただきながら、身の

丈にあった商業施設をつくっていく。そして、野洲市内にコンベンションができるホテル

などをこの上に付けていくというようなことが考えられないかということと、もう一点が

文化ホール駐車場を文化ホールだけでなくて、そういうビルの駐車場も含めた立体の駐車
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場を建設していく。それをすべてのペデストリアンデッキで有効に結び付けていき、駅前

を一変させていくと。こういうような構想について考えられないのかということでご提案

を申し上げたい、このように思っています。 

 それと、教育委員会の方は、本当に篠原小学校の取り組みをるるご説明いただきまして、

話したいな、聞きたいなというこういう伝え合う力を、やはりすべての学校に持っていっ

ていただきたい、このように思っています。その中で、読書通帳でしたか、子どもの取り

組みで、読書の通帳か何かをつくっておられるというのが篠原小学校の取り組みにありま

して、読書をしていく、読書量が子どもたちにどんどんたまっていって、通帳が満杯にな

ったら新たな通帳をつくりますということで、これはすごく子どもにとっては励みにもな

るし、いいなというふうに思いました。この辺の内容を、ぜひ保護者の方に返していただ

けるような活動を、恐らく読書ノートとか新聞とかいう形で今まで活動をやっておられた

と思うのですが、今、自分の子どもさんがどのような本を読んで、その本に対して家へ帰

って保護者と十分話し合えるような、そういうふうな、通知表に入れるというようなこと

ではないのですが、家庭への通信、こういうものも一緒に考えていただければありがたい

なと思いますので、その辺も含めて、野洲市がやっぱり国語力が付き、コミュニケーショ

ンが豊かな子どもたちをつくれるような学校経営をしていただくように、もう一度お考え

をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（島村平治君） 藤村議員の再度の質問でございますが、駅前開発の推進

ということでございます。ただいまご質問をいただきましたように、これにつきましては

今後、先ほども答弁いたしましたように、やはりＡブロック、Ｂブロックにとどめず、今

ご指摘いただきましたそうした公共施設、あるいは周辺土地を含めた土地利用の計画につ

いて、市が積極的にアサヒビールにも話しかけて、協議、議論を大いにしてまいりたいと

思っておりますので、その点ご理解いただきたいと思います。 

 また、先ほども言いましたほほえみ乃湯につきましても、議員ご指摘のように市民、あ

るいは他市町村からも多くの方が利用されて、ほほえみ乃湯ということが定着しておりま

すので、そうしたほほえみ乃湯も閉ざさないような方向で、やはり市も話し合いを進めて

いきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁といたします。 
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○議長（荒川泰宏君） 教育部次長。 

○教育部次長（馬場 豊君） 先ほどご要望のありました保護者へのということでござい

ますが、確かに学校でもブックニュースとかそういう形で、図書館だよりという形で出し

ておりますが、まだまだ保護者との連携といいますか、そういうことは不十分な面もある

かと思います。こういうのが今年県から出されております。「本がいっぱい 楽しさいっぱ

い」、これは４、５、６年用で、この冊子につきましては各学級数掛ける４冊配られていま

す。１年生につきましては今年から全児童に配られていますが、これは県の生涯学習課か

ら出されているものですけれども、読書指導に対してのパンフでございます。この使い方

の中に、例えばこれを学級懇談会であるとか、保護者に貸し出して、そして読書を高める

という指導も行われておりますので、こういうことの活用も含めて指導してまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、通告第４号、第４番、内田聡史君。 

○４番（内田聡史君） ４番、内田聡史です。私は自主防災組織の育成と公務員の災害時

の対応について質問させていただきます。 

 私たちの住むこの日本は、毎年台風や豪雨に襲われております。昭和２６年以降、１年

間で日本周辺での台風発生数の最多は３９個であり、最小は１６個で、平成１２年までの

３０年間では１年間に平均２７個発生し、そのうち約３個が日本列島に上陸しております。

２年前の平成１６年には、観測史上最多となる１０個の台風が日本列島に上陸し、かつて

ないほどの甚大な風水害や土砂災害をもたらしました。記憶に新しいもので、昨年９月に

発生した台風１４号では、台風上陸前から豪雨となり、全国各地で洪水や土砂災害により、

２９名の死者や行方不明者を出し、４，６００棟以上の家屋が全半壊、２万１，０００棟

以上の床上、床下浸水の被害が出ました。また、近年は台風以外で１時間に５０ミリ以上

の大雨が降った回数が４００回を超える年も出てきました。 

 本市においては、過去に災害救助法の適用を受けた昭和９年の室戸台風、野洲川、日野

川の堤防が決壊し、兵主村井口等で氾濫した昭和２８年の台風１３号、そして高木地区で

８００名、比留田で８４０名の人が避難をした昭和３４年の伊勢湾台風、昭和３６年の第

二室戸台風等の記録があります。 

 近年は、河川改修や野洲川の付け替え、琵琶湖の水量調整により、危険性は減少してき

ておりますが、先に挙げました近年の異常気象等により、他府県で多数の人的被害や住宅

被害が発生していることから、本市においても万全の体制を整える必要があると考えます。 
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 次に、地震災害でありますが、日本は地震帯の上に存在し、日本周辺では全世界で発生

する地震の約１０％が発生しております。また、世界で起こるマグニチュード６以上の大

きな地震に限っていえば、２０．９％の割合で起こっているとデータがあります。 

 震災で思い出されるのは、戦後最大の被害といわれる平成７年に起きた阪神・淡路大震

災です。マグニチュード７．２の地震が起き、６，４００名以上の方が命を失い、負傷者

数は４万３，０００名以上、また住宅被害が５１万棟以上と、想像を絶する大災害となり

ました。また、２年前に発生した新潟中越大震災では、小千谷市を中心にマグニチュード

６．８の直下型地震が起き、５１名の方が亡くなり、負傷者４，７９４名、住宅被害は１

万６，０００棟の被害が発生したのが記憶に新しいところです。 

 この地震は、瞬間的に阪神大震災を超えた規模と比べれば、被害ははるかに少なく、山

間部で人口の密集する都市でなかったこと、豪雪地帯のため、雪害対策で建物が丈夫につ

くられていたこと、そして何よりも小千谷市などでは阪神・淡路大震災以来、災害に備え

たまちづくりを進めていたことが、被害を抑えた要因だと言われています。 

 滋賀県、そして本市においても、被害が予想され、近い将来発生すると予想されている

東海・東南海地震では、本市でも震度５強が想定されており、また琵琶湖西岸断層帯地震

では、マグニチュード７．８程度と予想されており、今後３０年以内の地震発生確率は０．

０９％から９％、５０年以内で０．２％から２０％、１００年以内で０．３から３０％と

されており、最大値をとる日本の主な活断層の中では高いグループに属するという評価が

出ております。 

 このような現状の中、大規模な地震や風水害による被害を少なくするには、県、市、防

災関係機関や住民の皆さんが、役割に応じ主体的に防災対策に取り組み、自然災害への備

えある安全な地域社会を構築しなければならないと考えます。また、地域特性をしっかり

と把握し、地域の防災力を高めておくことが要要であると考えます。その防災力向上の要

となるのが住民の自発的な防災組織である自主防災組織であると考えます。 

 自主防災組織は、自発的に自分たちの生命、財産を守ることを旨とし、それぞれが家庭、

地域、行政の役割分担を明確にして、その使命と役割を認識する必要があります。また、

その育成と支援に行政は積極的に取り組み、緊急事態策と同時に、平常時にも地域の安全

活動ができるようにして、子どもたちの安全、ひったくり等の身近に潜む犯罪の防止にも

役立たせ、安全な社会の構築に寄与できると考えます。また、武力攻撃事態等における国

民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法制においても、自主防災組織の
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役割が期待されています。 

 以上の点を踏まえて質問させていただきます。 

 １点目は、現在本市における自治会の自主防災組織の組織数と人数をお教え下さい。 

 ２点目は、今後どのようにして自治会単位での自主防災組織を構築していかれるのか、

ビジョンをお聞かせ下さい。 

 ３点目は、組織化された自主防災組織と行政が今後どのように連携をとっていかれるの

かをお聞かせ下さい。 

 次に、災害時の地方公務員である職員の皆さんの対応についてお伺いします。 

 地方公共団体の最大の使命は、住民の生命、財産等の安全確保であります。職員の皆さ

んは防災担当者であるかどうかに関わらず、日ごろから災害の基礎知識を身に付けておく

必要があると考えます。 

 地方公務員法第３０条に「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務

し、且つ、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない」とあり

ます。災害時の公務を経験することは極めてまれなことかもしれませんが、直面したとき

には全力を挙げて地方公務員としての責務を果たさなければなりません。そのためにも、

職員の方々自身が被災者とならないように、防災の知識や備えを万全にすることが求めら

れると考えます。 

 阪神・淡路大震災のときは、大部分の職員の方が被災者になってしまいました。地方公

務員としての自分、家族の一員としての自分との間でさまざまな葛藤に悩まされて行動さ

れたことだと思います。災害はないにこしたことはありませんが、日本の地形上、いつ起

こるかわかりません。そこでお伺いいたします。 

 本市には、災害時の公務員の対応マニュアル等はあるのでしょうか。また、災害時の対

応、指導、教育などは行っているのでしょうか。現状をお伺いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） それでは、内田議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、自主防災組織に関します質問の１点目でございますが、自主防災組織として規約

を定められている自治会数は、現在のところ２９自治会で、人数につきましては６７７名

でございます。 

 ２点目の今後の組織構築に対するビジョンでございますが、既に野洲市内においては、
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従来から災害に備えるべく自衛消防隊等の組織がほとんどの自治会において結成され、活

動しておられます。本市では、自主防災組織の組織化や育成を重点的に推進していくため、

経験豊富な調整官を配置し、こうした既存の組織から総合的な防災組織、いわゆる自主防

災組織へと組織替えをしていただくよう、自治会長と協議を行いながら、地域の防災力の

向上に取り組んでいるところでございます。 

 ３点目の自主防災組織と行政の連携でございますが、平常時はリーダー等を対象とした

研修会の開催や自治会独自の研修等の活動への助言などを東消防署と共に連携を図ってお

ります。また、災害発生時には電話や防災行政無線等、あらゆる手段を用いて被災状況、

避難勧告、安否確認等の情報の共有を図ってまいりたいと考えております。 

 最後に、本市における職員の防災時のマニュアルについてでございますが、水害に対し

ましては水防計画を、地震災害に対しましては地域防災計画による初動マニュアルを定め

ております。また、毎年野洲川河川公園工作物の撤去訓練や総合防災訓練を実施いたしま

して、職員もマニュアルの実践や防災意識の高揚に努めているところでございます。 

 災害発生時には、職員やその家族が被災者になることは十分考えられることであります。

そのため、職員個々に対して公的、私的の両面で災害に備えた対策の周知等を図ると共に、

特定の職員が業務を抱えることなく、組織として早期に的確な対応ができるよう、日ごろ

から職場でのコミュニケーションを図ってまいりたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 内田聡史君。 

○４番（内田聡史君） 再質問させていただきます。 

 今後とも各自治会への自主防災組織の組織化や育成、またリーダー研修会等を積極的に

進めていかれるとのことですが、自主防災組織とは、本来自発的な防災組織でありますが、

実際には自発的に防災組織がうまく育ってこないため、市町村の防災担当課が主に自治会

などに呼びかけ、組織の推進を進めているのが現状であると思います。 

 その結果、一部を除き自主防災組織の独自性、自主性が育たず、行政主導の組織となっ

てしまうのではないでしょうか。組織の名簿づくりは自治会に任せるために、組織の名前

のある人と自治会役員のみがその存在を知っているに終わっていないでしょうか。全国的

に見て、自主防災組織の組織率は年々上がってきています。実際は形だけの組織が大半で、

行政が主導になっていることにより、住民への防災意識や知識の普及を行っていないまま

ではないでしょうか。組織をすることに意義があると錯覚し、行政間での組織率を競い、
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推進を急いでいないでしょうか。 

 阪神・淡路大震災のときには、家屋が一瞬のうちに倒壊し、約１５万人の方が生き埋め

になりました。そのうち１１万５，０００人は自力で脱出し、約３万５，０００万人もの

人が倒壊家屋に閉じ込められました。自力脱出困難者のうち、実に７７％を近隣住民が救

出し、自衛隊、警察、消防なども活躍しましたが、それらは全体の１９％というデータも

あります。逆に言えば、早く救助したから助かったとも言え、大災害が発生した場合、い

かに住民の力と協力が大切かを物語っています。行政も住民も、いま一度自主防災組織と

は何かを見直し、使命を啓発し、大災害が発生したとき、実践的な役割が果たせる組織構

築を目指し、災害に強いまちづくりを目指すべきと考えますが、本市の見解と進め方をお

伺いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） それでは、内田議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

 おっしゃるとおり、自主防災組織は災害発生時に地域の災害を最小限に食いとめる、必

要な役割を担っている組織でございます。そのため、万一の災害時には、その機能が十分

に発揮されることが大変重要であると考えています。地域における自主防災組織や自衛消

防隊等の活動につきましては、毎年活動計画と活動報告を提出いただき、その実態を確認

させていただいております。また、それ以外でも訓練等の相談や指導、支援等を東消防署

と連携して関わっております。今後も実践的な組織として維持できますように、自治会等

と連携をしながら取り組んでいきたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 内田聡史君。 

○４番（内田聡史君） 再々質問させていただきます。 

 自主防災組織や自衛消防隊の訓練でもあり、毎年学区の持ち回りで行われております総

合防災訓練ですが、学区の住民の方、職員の皆さん、関係団体の皆さんが協力して行って

おられますが、より防災意識の啓発を図るために、過去にあった本市の災害パネルの展示

や、災害現場の今と昔の比較、万が一災害に遭って被災したときに役に立つサバイバル技

術の講義、家の中の家具や電化製品などが倒れないような防災対策等の防災フェスタ的な

ものをあわせて行い、日常性を大切にしながら、地域の人同士がふれあう中で、自然な形

での地域防災力を高め、継続性のある自主防災活動を推し進めていくべきと考えますが、

考えをお伺いいたします。 
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○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 再度のご質問にお答えをさせていただきます。 

 ただいまご提案をいただきました啓発関係でございますが、このことは市民の防災意識

の高揚に結び付くご提案であると受けとめております。災害を最小限に食いとめるために

も、地域はもちろんのこと、個人で取り組めることは個人で取り組んでいただけるよう啓

発を行うことは大変重要であると考えております。 

 今後、市民への啓発に取り組んでいく中で、種々の方法を考えて啓発に取り組んでいき

たいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、通告第５号、第１０番、田中良隆君。 

○１０番（田中良隆君） １０番、田中良隆でございます。３点の質問をさせていただき

ます。 

 まず、１点目でございますが、ＡＥＤの配置計画についてお伺いします。 

 心臓突然死の主な原因に心筋の動きがばらばらになり心臓のポンプ機能が失われる心室

細動があります。心室細動発生から１分ごとに救命率から７から１０％下がると言われて

おります。いかに早く救命措置をするかが生死を分けることになります。強い電気ショッ

クを与えて心筋の痙攣を除去する電気的除細動は最も効果的な方法だと言われています。

この電気的除細動を自動的に行うのがＡＥＤです。オートメーテッド・エクスターナル・

デフィブリレーターというのですかね、アルファベットが並んでいますのでうまく読めな

いのですが、日本語でいうと、自動体外式除細動器というそうであります。 

 人命救助はすべてに優先する課題です。安心なまちを目指している野洲市のＡＥＤの配

置計画はどうなっているのかをお伺いします。 

 ２点目、先ほどの内田議員と一部かぶるところがありますが、別の角度から質問します。 

 自然災害時等の緊急体制の協定はということで、いざというときのために、今年度予算

で避難とか危険箇所を示すいわゆるハザードマップに１，６００万円の予算が付きました。

避難する準備ができようとしているわけですが、それができますと、次は災害復旧という

ことになるわけですが、特にそうなったときに地元の市内建設業者の組織立った一刻も早

い対応があれば、被害を最小限に食いとめることができると考えられます。本年１月に野

洲市建設業協会から提案され、市も受け付け印を押しておりますが、その自然災害時等の

緊急体制の協定について、今日現在いまだ締結されておりません。それがどうなっている
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のかを質問します。どういう課題があり、どういう議論がされたのか。なぜ、まだ締結さ

れていないのか。もう大分になるわけですから、市の内部の縦横の連絡体制に問題はなか

ったのか、その辺もお答えいただきたいと思います。 

 それと３点目、最後ですが、市の公共工事の入札制度についてお伺いします。 

 １８年度から入札の最低価格を公表しないという方針と聞きますが、そのことによって、

また違う問題が起きる可能性はないのかを伺いたいと思います。１７年度は最低価格を公

表したことによりまして、結果的に抽せんによる業者決定が多かったわけですが、公表し

ないとなると、その情報が不正の種になるおそれもある。そうならないように、市はその

対策をどうしているのか、どうするのかを伺いたいと思います。また、関連してですが、

市内業者の育成という視点も非常に大切なことだと思います。一般的に考えた本当の市内

業者と、名前だけに近い営業所を市内に構えて入札に参加する、そんな業者とはどこか区

別されているのか、その辺もあわせてお伺いしたいと思います。 

 以上３点です。よろしくお願いします。 

○議長（荒川泰宏君） 助役。 

○助役（川尻良治君） 田中議員から３点にわたるご質問をいただきましたが、私の方か

ら第３点目の市の公共工事入札制度についてお答えをし、１点目、２点目につきましては、

総務部長の方からお答えを申し上げたいと思います。 

 平成１７年度におきましては、最低制限価格の事前公表を実施したところでございます

が、議員ご指摘のように、最低制限価格による抽せんでの落札決定が多数ありました。こ

の結果などから見まして、最低制限価格を事前公表することによりまして、入札参加業者

の積算能力の向上を阻害するおそれがあると共に、くじ引きによります最低制限価格での

落札者決定が増加することによって、工事の品質確保が懸念されることなどから、今年度

におきましては、最低制限価格の事後公表を試行しようとするものでございます。 

 また、情報の不正漏洩につきましては、例えば刑法第９６条の３に規定いたします入札

の公正を害すべき行為をした者は競売入札妨害罪に抵触しますし、また地方公務員法の第

３４条に規定しております守秘義務違反となる場合もございますなど、犯罪行為となるも

のでございまして、こういったことはあってはならない行為であるというふうに認識をし

ておるところでございます。 

 次に、市内の営業所等の事業所についてでございますが、野洲市の契約規則第１９条第

１項の規定に定めます入札参加者数が５人以上に達していない格付の業種もあるなど、現
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状では市内に本店を置く事業所がまだ十分に育っていないということもございまして、今

日まで営業所なども市内業者として格付をしているところでございます。なお、指名競争

入札の登録申請書に記載されている住所において、事務所の現地確認を行いまして、事務

所としての機能等を有していないと判断される事業所につきましては、市内業者としての

登録を認めていないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 田中良隆議員の１点目のＡＥＤの配置計画についてのご質問

にお答えをさせていただきます。 

 ＡＥＤの使用は、これまで医師、看護師、救急救命士などにしか許可されておりません

でしたが、平成１６年７月よりＡＥＤの使用が一般市民にも認められるようになり、公共

施設や民間施設などにおいても一部配置されるようになってまいりました。野洲市の公共

施設への配置につきましては、現在配置義務や設置基準がないことから、配置計画を立て

ておりませんが、今後消防署と協議をいたしまして、優先度を見極めて配置をしてまいり

たいと考えております。 

 次に、２点目でございますが、自然災害時等の緊急体制協定についてのご質問でござい

ますが、万が一災害が発生した場合、その被害を最小限に食いとめることは私どもの使命

であると認識をしております。 

 しかし、市や消防、警察等、公共機関だけでは対応し切れないことも考えられます。こ

うしたときに、さまざまな応援が得られるよう、自治体間や民間団体等の災害応援協定を

締結させていただいております。合併後、こうした協議が整いました団体から、順次締結

をさせていただいておりまして、５月３１日には、昨年からご提案いただいておりました

野洲市管工事業協同組合との調印式を済ませたところでございます。 

 ご質問の野洲市建設業協会からのご提案につきましては、大変ありがたい申し出である

と受けとめておりまして、ちょっと遅くなりましたが、協定書の内容につきまして、双方

の確認ができましたことから、６月３０日に協定書の調印式を行う予定でございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 田中良隆君。 

○１０番（田中良隆君） それでは、順番逆に質問したいと思いますが、まず入札につい

てでございますが、最低価格の事後公表の試行と、試しにやってみるという、そんな答弁
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でございますが、公共工事の入札につきましてはたびたび、いろんなマスコミをにぎわす

事件がしょっちゅうありますし、身近にもある話でございます。公表を直前にするとしま

しても、公表をする、数字を決めるのは人間でございます。私は元来人間はもともと弱い

ものと思っております。国も自治体も、公共事業につきましては絶えずつきまとう永久的

な課題だとは思いますが、間違いの起こらないようなシステムをつくっていただきたいと、

これは要望としておきます。 

 それと、市内業者の育成につきましても、非常に大きな課題でございます。業種によっ

ては多過ぎて、あるいは業種によっては今さっきも足りないという話もあります。建築コ

スト、あるいは工事のコストだけを考えまして、とことん安いだけで、それでずっと突っ

張ってしまいますと、市内の業者は何もいなくなったと。そうなってはまたまた困るわけ

でございます。先ほどの防災協定の、そんな話にも関わってくるわけでございますし、非

常にその辺難しいかじ取りではあると思いますが、その辺の調和も考えた行政運営を、こ

れも要望にしておきたいと思います。 

 それと、緊急体制についてでございますが、私は市の内部の連絡体制に問題があったよ

うな気がしますが、３０日ですか、やっと建設業協会と協定を結ばれる日が決まったとい

うことで、それは喜ばしいことでございますが、それに管工事組合とは、１週間か２週間

ほど前に私も新聞を見せてもらいましたが、協定が結ばれたということでございます。た

だ、その管工事組合というのは、旧野洲町の管工事組合でございまして、いわゆる中主町

の管工事の業者はまだ今のところ財政的な問題があって入っていないということを聞いて

いるのですが、その辺の体制につきましても整備をお願いしておきたいと思います。 

 角度が少し変わるわけですが、連絡体制については答弁なかったのですが、事情があっ

て、ないとすればそれはそれでいいのですけれども、災害協定もそうですし、６月１０日

に市長はじめこの中の大勢の方があやめ浜ごみゼロ作戦に参加されました。私も参加した

のですが、先ほどの入札の話を含めてですが、建設業組合のＡ社には、その参加協力下さ

いという文書が行って、Ｂ社には行っていないと。同じ建設業組合のメンバーでありなが

ら、Ｂ社には依頼そのものの文書が最初から出ていない。１社だけではなくてそういうの

が、何か変な感じであったそうでございます。その辺のことが事実かどうか確認したいと

思いますし、それが事実なら、どういうわけでそうなったのか、その辺をお聞きしたいと

思います。 

 それと、３点目のＡＥＤでございますが、後ろで原田議員が、この前のあれかという話
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を今もされていましたが、先日ここにいる議員全員が消防署員の研修を受けました。横で

聞いていただけなのですが、何となくぼーっとわかったようなところでございますが、答

弁にありましたように、緊急であれば一般の人間も、我々も使えるようになったという、

そういうＡＥＤですが、私も使ったことはないのですが、見ていると簡単にできるという

ことで、高度な専門知識を要しないので、非常にありがたい、心臓に不安のある方にとっ

ては非常にありがたい機械だと思います。野洲市内には駅の向こう側のセントラルホテル

さんとＰ＆Ｇさんの民間の２社だけにしか今のところは置いていないそうでございますが、

守山、草津、栗東各市には、既に市役所だとか、あるいは体育館だとか、そういう公共の

施設については既に設置済みであったり、あるいは今年度当初予算で設置するということ

が決まっているそうでございます。 

 実は、私も心臓が悪い方でして、１週間ほど前に議員の健診を受けまして、心不全とい

うことで、今、前に座っておられるような皆さん方とは違いまして、非常に心臓の弱い方

でございまして、不安を抱えております。いつも不整脈だから精密検査を受けろと、そん

なことを言われているわけですが、今も知事選挙の何やかやのストレスやら、今ここに立

っている緊張感とかでどきどきしているわけですが、仮にもし、今ここで私が倒れたら、

下の１階の受付の横にでもＡＥＤがあれば、恐らくは誰かが走っていってやってくれる、

１人ぐらいは行ってくれる人間がいると思いますが、議会だけではなくて市の庁舎におい

でになる、来場されるお客さん、一般市民の方、すべてにそういう危険性はあるわけでご

ざいます。それが置いてあると、私自身も含めまして多くの市民の方が安心される。人の

命に直接関わる部分でございます。私はそういうのがあって、隣のまちも隣のまちもやっ

ているのだから、当然補正予算を組んででも近々のうちに設置をするべきだと考えますが、

その辺について答弁、先ほどの質問の中身につきましては２点になったと思いますが、よ

ろしくお願いします。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） それでは、田中議員の再度のご質問でございますが、まずＡ

ＥＤの設置につきましては、おっしゃるとおりできるだけ早くは付けたいのですが、ご承

知のとおりなかなか、財政上の事情もございますので、できるだけ早くとは考えますが、

今補正でということまでは考えておりませんので、ご了解をいただきたいと思います。 

 それと、６月１１日の湖岸の一斉掃除の参加依頼の件についてということで、私も少し

聞いたことがありますので、ここでご答弁をさせていただきます。まず聞きますと、一斉
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掃除の参加依頼につきましては、平成１７年、昨年参加していただいた企業さんにご案内

をさせていただいたということでございましたので、その分で抜けている企業さんがあっ

たのかなということを思っておりますし、１７年の案内のもとは、名簿等ですべての業者

さんが網羅されておりませんので、手元にある名簿を参考にしたというふうに聞いており

ますので、その時点で漏れがあった方もあったやに伺っております。 

 今後につきましては、先ほど出ておりました建設業協会の会長さんの申し入れもありま

したので、今後協会長さんの方に連絡をさせていただいて、それから会員企業の方に連絡

するというふうな段取りになったようでございますので、ご報告をさせていただきます。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 田中良隆君。 

○１０番（田中良隆君） では、もう一度質問させていただきます。 

 連絡体制につきましては、今その理由というのですか、言い訳的な話になったと思いま

すが、それがわかり、聞かせていただきました。しかし、先ほどの内田議員の話とも共通

するわけですが、そういう連絡体制だとか縦横の連絡がきちっとされていることが、すわ

有事というとおかしいですが、非常事態のときに、災害のときに不備があって、一般市民

だとかマスコミでたたかれるというのは、もう大体一般的なパターン、日本全国過去の例

でございます。その辺の連絡体制につきましては、そういうことのないようにいろんな部

署で、別に災害だけに限らず、日常的な業務の中でももちろんそうなのですが、きちっと

やっていただきたいと思います。 

 再質問そのものは、これは市長にお答えをしていただきたいと思うのですが、予算がな

いから付けられないという部長答弁があったわけですが、１台４０万かそこらだそうでご

ざいますが、野洲市内にもこれの販売業者がおられるのですよね。高度医療機器販売業許

可証というのをとっておられる、セントラルホテルさんが既に持っておられるのですが、

仮に今、私が冗談半分で先ほどの再質問のときに話をしました。例えば、この議会の最中

であってもそうでなくても、もしそういう心臓発作で倒れられて、結果的に救急車が間に

合わなくて死んだというような、この庁舎の中でそういう事例がもしあれば、市長はきっ

と、非常に後悔される。もし、市長の勇断で、では何とかやり繰りして付けようというこ

とになれば、もしそういうことがあれば、市長がその決断を非常に褒めてもらえる。それ

は何万分の１、何十万分の１の確率かもわかりませんけれども、ゼロではないわけです。

私はぜひとも早急に付けるべきだと思いますが、市長の見解をお伺いしたいと思います。 
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○議長（荒川泰宏君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 質問を私に振っていただきましてありがとうございます。 

 はっきり申し上げて、私は認識不足でございました。田中さんの質問が出てきてこれな

のだというところから始まっていますから、本当に知識がございませんので、おわびを申

し上げておきます。 

 予算がなかったと、これは予算の要求もなかったように私は思っております。そこで、

おっしゃるように私も心臓は若干の欠陥がございまして、脈拍が４２なのですよ。普通秒

と一緒で６０前後、あるいは速い人は７２ぐらいあるのが普通なのですね。だから、言う

ならば私はスポーツタイプの心臓なのです。どこまで走ってもしんどくない。しかし、そ

れが原因で心肥大になるのですね。負担がかかるから。脈拍は今のところ大丈夫ですから、

そういう心配はないのですが、そういう機械があることすら、私ははっきり申し上げて認

識不足でした。早急にこれは対応しなければいけないと、こんなふうに思っておりますし、

個人的に消防署へ、救急隊に聞きました。高機能規格の救急車には載せております。野洲

市も早く買ってほしいです。こういうことでございましたので、これは喫緊の課題と受け

とめておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（荒川泰宏君） 暫時休憩いたします。 

            （午後２時０４分 休憩） 

            （午後２時２０分 再開） 

○議長（荒川泰宏君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 次に、通告第６号、第５番、奥村治男君。 

○５番（奥村治男君） ５番、奥村治男でございます。私は２問質問をさせていただきた

いと思います。 

 まず、１点目、２００７年問題「団塊の世代」に対する施策についてお伺いをしたいと

思います。 

 ２００７年問題とも言われております、太平洋戦争後１９４７年から４９年のベビーブ

ームの時代に生まれた、いわゆる団塊の世代の人たちが大量退職時代を迎えます。厚生労

働省の調査では、全国で約６６９万人で、日本の人口の約５％以上にもなると言われてお

ります。 

 滋賀県統計課の調査では、県内で６万６，５８５人で、全国の約１％になり、また滋賀

県の人口１３８万３４３人の４．８％にもなります。なお、滋賀県教育委員会の調査では、
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平成１８年度から２２年度までの５年間に、小学校、中学校、県立高校等の教職員の定年

退職予定者は８６３名で、まさに一大勢力であり、団塊力であります。 

 これら団塊の世代の人たちが持つエネルギーを、地域においてこれからいかに活用して

いくのかは、自治体においても重要な課題であると思われます。実質的にこれからの地域

活動を担う団塊の世代に対して、住民自治の促進、市民活動推進の視点から、どのような

施策が必要と考えているのか。また、具体的なプログラムはあるのか。政策推進部長、教

育長の見解を求めたいと思います。 

 次に、２問目でございますが、少子化対策「不妊治療費助成事業」の実施についてです

が、少子化対策としての不妊治療費の助成につきましては、平成１４年６月の野洲町議会

で梶山議員が質問されておりましたが、当時、町当局は町独自の助成は考えていない、国、

県へ要望してまいりたいという答弁でありました。その後年数も経ち、社会情勢も大きく

変わってきております。今回、私から次のとおり質問をさせていただきます。 

 少子化対策「不妊治療費助成事業」の実施について。 

 子どもが欲しいと望んでいるにも関わらず、子どもに恵まれない夫婦はおよそ１０組に

１組あると言われています。近年の不妊治療の進歩により、不妊治療を受ける夫婦は年々

増加していると言われております。日本産婦人科学会によると、顕微受精や体外受精など

の特定不妊治療を受ける人は年間４６万人とされており、このうち体外受精で平成３年に

生まれた子どもは１万７，４００人と、全出生数の１．５％に上っています。不妊治療に

ついては、１回の治療費が３０万円から５０万円と高額で、医療保険の適用がないため、

経済的負担が大変大きいことから、十分な治療を受けることができず、子どもを持つこと

自体あきらめざるを得ない人も少なくありません。 

 そこで、経済的負担の軽減を図るため、厚生労働省は夫婦への助成制度を既にスタート

させており、滋賀県におきましても、１６年４月から１年度当たり１０万円を限度に通算

５年間の助成事業を行っております。お隣の竜王町では、滋賀県に先駆け、１５年１０月

から治療費の２分の１、２０万円を超える場合は１０万円を限度として２回までの助成事

業を行っております。また、長浜市におかれましては、不妊治療費の助成事業につきまし

て、この６月議会に上程される予定であります。 

 本市におきましても、子育ちサポートプランに基づき、少子化対策の目玉として公的助

成制度を積極的に検討していく必要があろうかと思われますが、市民健康福祉部長の見解

を求めたいと思います。 
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 よろしくお願いします。 

○議長（荒川泰宏君） 政策推進部長。 

○政策推進部長（山中清嗣君） 奥村議員のまず第１点目の２００７年問題「団塊の世代」

に対する施策についてのご質問の中で、住民自治の促進、市民活動の推進の視点について

お答えをさせていただきます。 

 この団塊の世代は多彩な職業経験による技術やノウハウといった技術面、また自由に使

える時間をお持ちであり、この世代をいかに地域で活用するかが、議員もご指摘のとおり、

喫緊の課題となっております。 

 昨年度、市民活動促進委員会でまとめていただきました市民活動促進計画では、気力、

体力に満ち、さまざまな分野での能力を持つ人材が地域に眠ることなく、積極的に生き生

きと活躍していただくためのきっかけづくりが必要であるとの提言をいただいております。

そのための具体的な事業として、市民活動の楽しさを伝え、気付きの場を充実させること

を主眼に置きまして、一定期間、試験的にさまざまな市民活動団体の活動に自由に参加し、

市民活動を実体験していただく市民活動インターンシップ事業や、市民活動広報紙の発行

等、アクションプログラムを提案いただいております。今後、これらの市民活動促進委員

会で検討していただきましたアクションプログラム等、これらの事業の具体化を図ってま

いりたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 奥村議員の団塊の世代に対する施策についてお答えをいたしま

す。 

 野洲市におきましても、いわゆる団塊の世代の教職員が退職をしていきます。退職教職

員といいましても、専門的な知識や指導技術を持ち合わせておりまして、まだまだ活躍し

ていただける方々ばかりだと思います。 

 さて、先の新聞報道によりますと、文部科学省、厚生労働省からは、これまで別々に行

ってきた放課後事業を一元化する中で、団塊の世代を中心とした退職教員などを活用した

無料補習を始めるとした方針を発表しています。これまで、文科省は放課後対策事業とし

て、学校の空き教室などを開放いたしまして、地域住民らがお手玉でありますとかメンコ

といった昔の遊びを教える地域子ども教室推進事業を平成１６年度から実施してきました。

一方、厚生労働省は昼間に保護者がいない１０歳未満の児童に、遊びや生活の場を与える
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学童保育を実施してきております。こうした事業が主に小学校で行われ、重複が多い中で、

両省は一元化や連携を進めるというものでございます。 

 この取り組みの実施主体となる各市町村では、教育委員会が主導し、関係機関や学校が

運営組織に参画して実施していこうとするもので、子どもの指導役には退職教員や教職志

望の大学生、ボランティアらを充てていこうとするものです。 

 また、現在、文科省では、経済的な理由などで塾に通えない子どもと塾に通える子ども

の格差を是正しようと、退職教員を中心とした無料補習を行う方針を固めています。一方、

本市での退職教員の活躍の状況を見てみますと、例えば、中主小学校では金曜日の放課後

には約１割の子どもが集まりまして、正規の教員と退職教職員とが基礎的な学習を指導し

ておりますし、三上小学校では６年生の総合的な学習におきまして、天保義民の学習に退

職教員が現地学習に動向して教えて下さったり、全校一斉の三上探究ハイキングでは、地

域の方々と共に退職教員が地域の自然や文化について指導をして下さっております。この

ような状況を踏まえまして、中主小学校や三上小学校での取り組みがモデルとなっていく

のではないかと考えております。 

 しかしながら、今回国から示されたのは、あくまで基本的な方向性であり、具体的な制

度については今度両省間で検討して、本年８月末の来年度予算概算要求までに検討すると

いうことですので、その検討結果等を見守っていきたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（竹澤良子君） それでは、奥村議員の２点目の少子化対策について、

不妊治療費助成事業の実施についてのご質問にお答えをいたします。 

 昨今の不妊治療の進歩により、不妊治療を受ける夫婦も年々増加をしております。しか

し、不妊治療には高額の費用を要し、経済的負担が大きいことから、県においては平成１

６年４月から不妊治療費助成事業を実施しておりますことは、議員ご質問のとおりであり

ます。 

 この県制度の利用者数は、平成１６年度で２８５組、うち野洲市の方が１１組、また平

成１７年度は３０６組、うち野洲市の方が１６組という状況で増加傾向にあります。本市

におきましても、子どもが健やかに育つ環境づくりの取り組みとして、今年度市民健康福

祉部に子育て支援担当次長を配置いたしましたので、少子高齢化が急激に進む１０年後の

本市の将来を見据え、全庁的に総合的な対策の方向性を示すため、市の関係幹部で構成す
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る野洲市少子化対策会議を設置し、具体的な少子化対策について検討してまいりたいと考

えております。 

 したがって、ご質問の不妊治療費助成事業についても、この会議で検討してまいります。 

 また、不妊についての不安や悩みを解消するために、関係機関などと連携して情報提供

や相談に応じたり、不妊治療に対する正しい理解について一層の啓発に努めてまいります。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 奥村治男君。 

○５番（奥村治男君） 再質問をさせていただきます。 

 まず、第１問目の２００７年問題「団塊の世代」に対する施策でご答弁いただきましが、

昨年、市民活動促進委員会から市民活動を実体験していただく市民活動インターンシップ

事業や、アクションプログラムを提案いただいておりますと、ただいまご説明いただきま

したが、インターンシップ事業についてはどのような事業が提案されたのか、またアクシ

ョンプログラムにつきましても、どのようなプログラムが組まれているのか、お伺いした

いと思います。 

 次に、教育長にお伺いいたします。ただいまの答弁の中で放課後対策事業、これは非常

に結構なことだと思っております。ただ、教育長もおっしゃいましたとおり、今幼稚園か

ら中学校に至るまで塾に通っておるという時代であります。教育長がおっしゃったとおり、

塾に通える子ども、塾に行けない子どもの格差が非常についております。土曜日が学校が

休みですので、例えば小学校におきましても、これは事実あったわけですが、コンビニで

土曜日うろうろしていて万引きをするというようなことがたびたび発生している事案を、

私も把握しております。 

 このようなことからしまして、退職された方が市内の小学校なりに嘱託で行っておられ

る方もお見受けいたしますが、土曜日を利用して、いわゆる地域の子どもは地域で育てる

という観点から、自治会館等を利用されて、こういった退職された先生方が地域において

ボランティアとして、塾に通っていない子ども、あるいは学童保育に行っていない子ども、

こういった子どもを集めてのそういったこともこれから大事ではないかと思っております。

今の塾に通っていない子どもとの格差、これは保育園、幼稚園においても、保育園に行っ

ていない子ども、幼稚園に行っていない子ども、こういった未就園児というのは地域にお

いています。こういう子どもたちを対象にして、私たちは地域において子育て支援事業を

これまでやってまいったわけなのですが、そういった観点から、こういう塾に通っていな
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い子どもたちを対象にし、また土曜日の休みを利用して地域におられるリタイアされた先

生方の地域における活動、子育てについて、できましたらそういう形が望ましいと思うの

ですが、教育長はどのようにお考えか、再度お答えいただきたいと思います。 

 もう一つ、少子化対策の件で再質問させていただきます。 

 この少子化対策は、今や国を挙げて取り組んでいる現状であります。野洲市におきまし

ても、去る５月１０日に冨波甲にお住まいの寺井信義さんご夫婦のお子さん、蒼太ちゃん

の出生届を受け、人口がめでたく５万人を突破し、この６月１日現在では５万４６人とな

っております。少子化は本市においてもますます進んでいるわけであります。厚生労働省

人口動態統計課の調査によりますと、平成１６年度の都道府県別の合計特殊出生率は、全

国平均で１．２９％、１７年度は１．２５％となり、０．０４％下がりました。滋賀県に

おきましても、１６年度は１．４１％であったのが、１７年度は１．３４％と０．０７％

下がっており、出生率の歯どめがきかなくなり、５年連続で過去最低を更新しております。 

 また、滋賀県衛生科学センターの調査では、１６年度の出産年齢階級別人口は、１５歳

から４９歳までの女性で、野洲市はこの年齢層の女性が１６年度は１万１，１５８人おら

れまして、このうち５４５人の方が出産されております。１７年度は１万１，１６４名の

該当女性の方で４８５人。前年度に比べますと、出生数は６０人減少しているのが事実で

あります。 

 このような中、子どもが欲しいという一心から、不妊治療費の県の助成を受けている人

は滋賀県健康推進課の調査では県全体で１６年度は２８５人だったのが、１７年度は３０

６人と、２１名増加いたしております。その中で、野洲市民は１６年度は、先ほどの部長

の数字と若干食い違うかもわかりませんが、これは私が県で調べた数字であります。１６

年度は１２名、１７年度は１５名の方が県の不妊治療費の助成を受けてきておられます。 

 そこで、草津保健所で調査いたしました結果、治療を受けられた野洲市民で、治療に成

功され、第１子をもうけられた後、２回目の出産で双子の赤ちゃんが生まれ、３人の子宝

に恵まれた方もあると聞いております。 

 以上の状況からしまして、新生野洲市におきましても、不妊治療費の助成事業につきま

しては、早急に取り組むべき大きな課題であると思っております。市民健康福祉部長に、

本件について再度どのようにお考えかお聞かせいただきたいと思います。なお、１７年度

１５名の方が不妊治療費の助成を受けられましたが、そのうち６組の方が２度目の不妊治

療のチャレンジをしておられまして、１８年度に入りまして、野洲市のある方は３回目の
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不妊治療にチャレンジしておられます。こういった状況からしまして、本当に子どもが欲

しいという方は一生懸命こういった治療に励んでおられますので、何とかこの野洲市にお

いても、他の市に先駆けて少子化対策の一環として取り組んでいくべきではないかと思い

ますが、健康福祉部長の再度の答弁をお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 政策推進部長。 

○政策推進部長（山中清嗣君） 奥村議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 市民活動インターンシップ事業がどのような事業であるのか、またどのようなアクショ

ンプログラムの内容かというご質問でございます。 

 市民活動促進計画につきましては、４月の会派協議会でご説明させていただきましたよ

うに、市民活動に参加、市内で市民活動を行っておられます１６名の委員さん方で、昨年

６月から今年３月にかけまして９回委員会を開催していただきまして、本市がこれから進

める市民活動についていろいろご提案をいただきました。 

 こういう中で、市民活動インターンシップ事業につきましては、この市民活動促進計画

の中に課題解決に向けたアクションプラグラムという中の一つの事業として、この中でご

提言をいただいております。 

 市民活動インターンシップ制度につきましては、今まで市民活動に参加されていない市

民の方を対象に、参加するきっかけを支援するために一定期間、試験的にさまざまな市民

活動団体の活動に自由に参加していただきまして、市民活動を実体験していただく、市民

活動に参加していただく機会づくりを行っていこうとするものでございます。 

 アクションプログラムにつきましては、主なものといたしましては、第１点目にまず気

付きの場の充実ということで、市民活動の楽しさを伝えようという柱の中で、一つはもう

既に、同時に作成したわけでございますけれども、市民活動データベースの活用をしてい

こうということが第１点でございます。そして、先ほども答弁させていただきましたよう

に、市民活動広報、広報紙の発行、市民活動の楽しさを伝えていこうと。そして、市民活

動のホームページの設置を提案いただいております。そして、また市民活動団体の発表の

機会の設定という形での提案もいただいております。そして、また市民活動相談窓口の設

置をしていこうということで、市民活動団体自らがやられる部分と市民と行政の連携をこ

のご提案の中でいただいております。そして、将来の市民活動の育成といたしましては、

子どもを中心とした次代の担い手になる部分の育成をどのようにしていくか、これも一つ

の課題と上げていただいております。そして、市民活動の機会と場づくりということで、
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どこでも誰もが活動をということで、今現在あります、また今現在建設もしております公

共施設、特にコミュニティセンターとの連携を今後どう図っていくかという提案、そして、

またインターネットによる施設の予約、また利用状況の公開、そして仮称でございますけ

れども、これらの市民活動をやっていく一つの拠点としまして、市民活動サポートセンタ

ーの設置を考えております。その中での運営が一つの柱、そして団体への補助金、助成に

関する検討等々上げていただいております。そして、また活動を継続拡大する場づくり、

活動ネットワークを広げようということで、先ほど申しました事業名としては若干重なっ

てくるわけでございますけれども、市民活動団体の発表機会の設定、また活動相談窓口の

設置、そしてボランティアセンターとの情報提供と連携、今自主的な市民活動として行わ

れております地域通貨すまいるによる市民活動交流、地域資源を生かした活動促進等々の

アクションプログラムをこの計画の中でいただいております。 

 先ほどもご答弁させていただきましたように、これをどう具体化するかということで、

今後進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 奥村議員の再質問にお答えいたします。 

 まず、国の方との関連でございますが、国の方はこれから具体的にどうするかというよ

うな方向性を出してくると思います。現時点での野洲市での取り組み、あるいは今後の私

の思いなんかを述べさせていただきますと、一つは現職の教員もやっていますけれども、

スポーツ少年団で頑張っていてくれる、そういうような退職をした教諭がおりますし、今

後そういうふうにお願いをしていくといいますか、そういう活用の仕方があろうと思いま

す。 

 それから、三上学区では、ご存知かと思いますが、コミセンを中心にしまして楽しいク

ラブ活動の実践がございます。これは全市的に広げていきたいといいますか、今モデル的

にやってもらっていると認識しているのですけれども、退職教員がこういうことに積極的

に関わっていくということは大事なことだろうというふうに思います。 

 それから、直接指導ではありませんが、青少年の育成会議の中で今までの自分の職業を、

教員生活の体験を生かしながら啓発に関わって下さっている方もおられます。 

 それから、スポーツだけではなしに、文化、芸術活動、これは現職で、例えば２つの小

学校ではブラスバンドがございますし、それは現職の教員でありますけれども、退職教員
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の中にそういうことの堪能な先生がおられましたら、積極的に関わっていただくとか、あ

るいは合唱団もございます。 

 そういうように退職教員はいろんなところに活躍していただけるのではないかなと、こ

んな期待をしております。現時点で現場にも、これは市単とかあるいは県費で入ってもら

っている退職教員の先生がおられますし、教育委員会の事務局でもそういう先生にお願い

をしているところでございます。そういうように、退職職員の先生方は特技を持っておら

れますので、いろいろ今後活用してまいりたいと、このように思います。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（竹澤良子君） 不妊治療に対する市の助成に対する市の再度の考え

方についてのご質問でございますが、ただいまは奥村議員の方から、この不妊治療をされ

て大変子宝に恵まれたといううれしい事例をご報告がありまして、私も本当によかったな

というふうな思いをしております。この不妊治療の成功率は大体２０％から３０％という

ふうに言われております。現在、この不妊治療の県の助成といいますのは、体外受精と顕

微受精という特定の不妊治療に対してのみ、１年間に１０万円を限度として通算５年間の

助成というふうな制度でございます。 

 先ほどご質問にもございました長浜市は、県の制度をベースとして、その上に上乗せを

した助成を考えておられるようなこともございます。また、昨日でございますが、政府与

党が少子化に関する小委員会を開きまして、現在の、先ほど申し上げました上限の１０万

円を２０万円に引き上げるというふうな案も出ております。こういうふうな近隣の状況、

あるいは国の状況を踏まえまして、先ほど答弁させていただきました少子化対策の中で検

討してまいりたいというふうに思っております。 

 以上お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 奥村治男君。 

○５番（奥村治男君） 再々質問をさせていただきます。 

 まず、団塊の世代の件ですが、日本経済の発展を支えてきた人たちがリタイアする。団

塊世代市民のキャリアと活力を地域にどう生かしていくか、この仕組みづくりをつくり損

ねた自治体は衰退するだろうとも言われております。今後１０年間に団塊の世代とそれに

続く世代は次々と離職することになり、同時に２００５年から人口減少に転じてきました

現在、かつてないスピードで高齢化を経験し、２０３０年代には３人に１人が高齢者とな
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る超高齢社会を迎えるとも言われております。これからの１０年間、これまでの成長社会

を支えてきた世代の交代を契機に、超高齢社会に備えて行政体制も再整備しなければなら

ない時期と思います。 

 そこで、市内団塊の世代の人たちが行政に対して何を求めているのか、アンケート調査

をしておく必要があろうかと思います。昨年、この市民活動促進委員会の方で各種団体を

対象にアンケートをとられたということを聞いておりますが、このアンケートの対象は団

塊の世代の人たちを対象にしたアンケートではなく、各種団体の委員を対象にしたアンケ

ートのように聞いております。 

 東京都の武蔵野市は、この２００７年問題の取り組み先進地として、団塊プロジェクト

を立ち上げ、いろいろと市民、行政、企業が一体となって、この団塊の世代の人たちのニ

ーズを的確につかむため、団塊の世代の人たちを対象にしたアンケート調査等も行って、

取り組みを考えておられます。 

 このようなことからしまして、当市におきましても、こういうアンケート調査をされる

か、この件についてどのように考えておられるのか、政策推進部長、教育長、それぞれの

お立場で見解をもう一度お聞かせいただければありがたいと思います。 

 それと、ただいま市民健康福祉部長のご答弁をいただきましたが、これは最後に要望と

してお願いしておきたいと思います。 

 平成１５年７月に制定されました次世代育成支援対策推進法に基づき、野洲市の次世代

育成支援行動計画、子育ちサポートプラン、これは１６年１０月に策定されまして施行さ

れました。私もこの支援対策地域協議会の委員としまして、このサポートプランの策定に

参加させていただき、不妊治療への支援を提案いたしまして、このサポートプランにも盛

り込んでいただいたわけであります。その折、市独自でも予算措置を行い不妊治療費の助

成事業は実施すべきとの意見を、竹澤部長に当時申し上げましたことを覚えております。

もうその時期に来たのではないかと思っております。今や、企業におきましても、少子化

の急激な進展を踏まえ、不妊治療のための休暇休職制度、低利融資制度を新設したり、企

業も本腰を入れ始めております。不妊治療費の助成につきましては、ぜひとも実現してい

ただきますよう、市民健康福祉部長に要望させていただき、私の質問は終わりたいと思い

ます。 

○議長（荒川泰宏君） 政策推進部長。 

○政策推進部長（山中清嗣君） 奥村議員の再々質問にお答えさせていただきます。 
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 議員ご指摘のとおり、昨年市民活動促進計画をまとめるにあたりまして、今後の市民活

動の意向調査等々を行っておりますが、この調査につきましては、ご指摘のとおり市民活

動を現に行われている団体の方々の意向調査という形でございます。だから、全市民また

は団塊の世代の調査ということにはなっておりません。 

 ただ、今団塊の世代の調査をご提案いただいたわけでございますけれども、本市におき

まして合併後いろいろな調査、計画づくりのための基礎調査等々もやっております。そう

いう中で、年代別でのアンケート調査、そして市民活動とクロスできる調査としましては、

昨年１０月に野洲市の男女共同参画社会の実現を目指す市民意識調査を実施しております。

この中で、大体年代別の把握ができておりまして、この中で男女の年代別に今後活動参加

したい、そういう意向調査も行っておりまして、一定のデータは出ております。この中で

自治会活動とか地域活動、また趣味、スポーツ活動、また市民活動の結果が、一定の数値

が出ておりますので、この辺も参考に、この団塊の世代の、私も団塊の世代に入るわけで

ございますけれども、団塊の世代の特性を把握すると共に、この結果を施策に反映してい

きたいと考えております。今ここで、すぐ独自の調査については、ちょっとご答弁はでき

かねますので、今まで過去に持っています私どものデータの中で生かせるものは生かして

いきたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） ただいま奥村議員からございました再々質問で、超高齢社

会に向けた行政体制の整備が必要だと、そしてさらに市民に対しては、あるいは該当とな

っています団塊の世代の方々に対しては、今行政に対して何を求めておられるのか、そう

したアンケート調査も必要ではないかというようなご質問をいただきました。 

 アンケート調査につきましては、今、政策推進部長が申し上げましたように、教育委員

会と市とが連携して、今後対応をさせていただければと、このように思っています。 

 ただ１点、これは本年１月３０日の時事通信で「特集 進む団塊世代対策」というのが

出ております。これは上、中、下と出ているわけですが、地域で活躍に高まる期待、ＮＰ

Ｏ、ボランティアの担い手に、自治体セミナーなどで支援と、こういう見出しが出ていま

して、団塊の世代が企業などから開放され、地域や家庭に戻るとき、地域の抱える課題を

ビジネスで解決するコミュニティービジネスや民間非営利活動団体、ボランティアの担い

手になることを期待する自治体が多いと。そして、そうした方々を対象に講座やセミナー
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を開催しまして、こうした分野への関心を呼び起こせるというようなこととか、あるいは

退職後のセカンドライフはまちづくりにチャレンジをしていただけないかというようなこ

とをもくろんだ徳島県の上勝町の第三セクターのお話、あるいは群馬県では２００７年問

題は少子高齢化が進む地域社会にとりまして、貴重な人的資源が戻ってくる絶好のチャン

スと。専門的な知識や人脈を持った人材はＮＰＯなども欲しい、シニアにとっても団体に

とってもよりよい仕組みを考えていきたいと、こういうふうなことを群馬県では考えてい

るというようなことも発表として出されております。 

 先ほど教育長がお答え申し上げましたけれども、退職されました教員の皆さんにつきま

しても、指導能力その他につきまして、一部の事例ではありますけれども、スポーツ少年

団の活動にご参加いただいたり、あるいはいろんな分野でご活躍をいただいております。

そうした方々がより活動、活躍していただきやすいような環境づくりをしていくのも教育

委員会の仕事ではないかなと、このように思っております。今後、真摯に受けとめまして、

検討させていただきたいと思っております。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、通告第７号、第３番、梶山幾世君。 

○３番（梶山幾世君） ３番、梶山幾世でございます。平成１８年度６月議会において、

私は４件の質問をいたします。 

 まずはじめに、「消費者保護のために条例の制定を」についてお伺いいたします。 

 昨年の６月議会においても質問させていただきましたが、現在、本市におきましては、

消費生活専門相談員による消費生活相談窓口の設置により、多くの市民の方から相談に行

って救われたとの声を聞き、大変喜んでおります。 

 平成１７年度の相談件数は８０３件、前年度の１，１７５件に比べ、３２％の減少で、

これは前年度７４９件と急増した架空請求はがきを含む不当請求の相談が、１７年度は２

７６件と７割近く激減したことが要因であると伺いました。 

 市のホームページサイトで、架空請求業者名の公表を実施していただいておりますが、

この取り組みの啓発によって、不当請求が減った効果は大きいと感じます。悪質事例につ

いては、被害の発生、拡大防止のために公表することは大変に重要な取り組みと思います。 

 この事業者名公表は、多くの県、政令指定都市で実施されていますが、その多くが条例

等の法令根拠に基づき公表をされております。本市のように条例のない市は、内閣府から

の要請である架空請求業者名公表に協力してほしいという通達文に基づき、市民の被害拡
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大防止のために実施されております。しかし、この公表を含め、法令根拠となる条例の制

定は非常に重要なベースとなるもので、今後の消費者政策において必要だと考えます。ま

た、昨今、悪質リフォーム詐欺被害や高齢者等の弱者をねらう次々販売の相談も、本市に

おいては増加とのことです。 

 実質的な被害防止や救済をしていくためには、市の権限において不当な表示や不当な販

売取引を行った疑いがあるときの判断として、事業者に対し、合理的な根拠を示す資料の

提出を求めたり、調査、公表ができるように被害救済に大変効果があると思います。また、

世論に消費者支援の姿勢を打ち出すことで、悪質業者が本市では悪い商売はできないとア

ピールし、抑止力にもなると考えます。 

 市民が安心・安全な市として暮らすことのできるまちづくりを目指すためにも、悪質商

法に対して毅然と立ち向かえる条例の制定が重要と考えますが、当局の見解をお伺いいた

します。 

 次に、出産・育児の支援制度についてお伺いいたします。 

 少子化対策の一環として、平成１３年１０月より出産育児一時金の貸付制度を創設して

いただき、利用者には大変喜ばれております。この利用状況も合併後の平成１６年１０月

から今日まで７名の方の利用と聞いておりますが、この制度があることを知らない方があ

るのではないかとも思います。 

 本年１０月から、この出産育児一時金も３５万円に引き上げられます。これを機会に、

少子化と言われている今日、出産時の自己負担を軽減していくための施策として、現在の

２４万円の貸付制度から、直接市から医療機関へ支払う受領委任払い制度に移行してはど

うかと考えます。近隣では、守山市、大津市が実施されております。 

 また、このような制度は、実施する場合一度は広報に掲載していただいておりますが、

母子手帳を交付されるときに同時に情報提供していくことが必要と考えます。この２点に

ついて見解をお伺いいたします。 

 次に、マタニティーマークの活用についてお伺いいたします。 

 妊産婦にやさしい環境づくりのため、厚生労働省は今年３月１０日、マタニティーマー

クのデザインを決めました。デザイン決定にあたっては、厚労省が公募し、１，６００を

超える応募作品の中から、恩賜財団母子愛育会埼玉県支部のデザインを最優秀作品として

選定し、全国統一マークに決定いたしました。 

 マタニティーマークは、妊産婦が身に付けたり、ポスターなどで掲示し、妊産婦への配
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慮を呼びかけるものです。見た目では妊婦だとわかりにくい妊娠初期などに、満員電車で

押される、近くでたばこを吸われるなど、苦情を訴える声が多いことから、一目で妊婦だ

とわかるよう、全国共通のマークが決められました。 

 本市におきましても、ポスターの掲示により、妊産婦への配慮の環境づくりに努めてい

ただいていますが、特におなかは目立たないが、つらい妊娠初期、自分からは言い出しに

くいものです。そんな時期をさりげなくアピールするために、このマークの活用が必要と

考えます。既に、幾つかの自治体が妊娠バッジや携帯ストラップの配付、普及に取り組ん

でおられます。 

 本市におきましても、この活用を考えていただき、例えば母子手帳と一緒に配付して、

妊娠初期の妊婦さん、おなかの赤ちゃんを守るため、また子育て支援の観点から必要と考

えますが、見解をお伺いいたします。 

 最後に、特別支援教育推進体制の整備についてお伺いいたします。３月議会に引き続き

お伺いいたします。 

 先日、特別支援を必要とする子どもを持つ保護者の会に参加させていただきました。こ

こでは、それぞれに違った課題を抱えた子どもたちの保護者の方々が、どうすれば子ども

の持つ才能を生かし、将来自立した生活ができるようになるのか、発達障害の内容は違っ

ても目標は同じということで、話し合いをされておられました。 

 勉強内容は、発達障害者支援法の成立を願って、国会に届けられた１２０人の当事者の

意見書から、２５名の意見を紹介された本を読み合っての学習でした。子どもの将来を思

う保護者の悩みは切実です。 

 ３月議会の答弁では、市費支弁教員を１名増員され、県費負担教職員の増員は県教育委

員会に強く要望していくとのことでしたが、要望はされたのでしょうか。 

 次に、特別支援教育コーディネーターを指名して、推進体制整備に取り組み、各学校を

きめ細かく指導していくとのことですが、指導状況を伺います。 

 次に、今後保護者の方、また特別支援を必要とする子どもへの体制整備として、コーデ

ィネーターを取りまとめていく特別支援教育を担当する専門の人材が必要と考えます。 

 最後に、発達障害者支援法を教育委員会としてどのように生かそうとされているのか、

見解をお伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部次長。 
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○市民健康福祉部次長（三上秀子君） 梶山議員の第１点目「消費者保護のために条例の

制定を」についてお答えをいたします。 

 ご承知のように、消費者を取り巻く環境は複雑多様化し、議員ご指摘のとおり、架空請

求はがきの相談件数は減少したものの、リフォーム詐欺被害や高齢者をねらった次々販売

など悪質な事案は増加傾向にあります。 

 さて、県におきましては、滋賀県消費生活条例の全面的な見直しを、１６年、１７年の

２年間をかけて実施され、本年４月より施行されたところです。この中で、基本理念であ

ります消費者の権利の尊重や県、事業者、消費者等の責務を明確にすると共に、悪質な事

業者等への指導強化につきましても充実が図られたところです。 

 この改正後の条例が施行されまして２カ月が経過しましたが、条例の内容が本市の消費

者行政を推進していく中で運用できるものか否か、また課題等は何かにつきまして、現段

階では十分に検証ができておりません。今後、詳細につきまして十分に検証し、条例制定

について調査、研究をしていきたいと考えております。今後とも、市民が安心して消費生

活が送れるよう、相談業務や啓発事業を充実し、消費者の自立に向けて支援してまいりた

いと考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（竹澤良子君） 続きまして、２点目の出産育児の支援制度について

のご質問にお答えいたします。 

 現在、本市が実施しています出産育児一時金の貸付制度を、一時金支給の受領を医療機

関に委任する制度にしてはというご質問ですが、本市の出産育児一時金の貸付制度は、妊

娠４カ月以上から貸し付けができ、出産に係る必要な費用として２４万円を限度額として

貸し付けを行っております。合併前より取り組んでおり、年間利用者は平均して４人程度

という状況であります。 

 出産育児一時金の受領委任払い制度は、議員ご指摘のように、出産資金を準備する負担

が緩和されるというメリットはありますが、本市では先にご説明しました貸付制度を設け

ておりますことから、しばらく利用者の動向を見守っていきたいと考えております。 

 次に、利用者への貸付制度の周知が図られていないのではないかについてですが、現在

「暮らしのガイドブック」などを用いて広報を行っているところです。 

 今後は議員ご提案のとおり、母子手帳の交付時に紹介するなど、啓発の充実に取り組ん
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でまいります。 

 次に、２点目のマタニティーマークの活用についてですが、先にこのマタニティーマー

クのご紹介をさせていただきたいと思いますが、これが３月１０日に厚生労働省で決めま

したマークでございます。 

 それでは、梶山議員のマタニティーマークの活用についてお答えをいたします。 

 国は、２１世紀の母子保健の国民運動として、健やか親子２１計画を策定されました。

その課題の一つに、妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保を挙げております。 

 この課題達成のためには、妊産婦に対して理解のある地域環境や職場環境の実現、受動

喫煙の防止、各種交通機関における優先的な席の確保などについて、国民、関係機関、企

業、国、地方公共団体が、それぞれの立場から取り組むことが重要とされています。 

 とりわけ、妊娠初期には外見から妊娠していることがわかりづらいことから、周囲の理

解が得にくいという声もあり、さらなる取り組みが必要とされました。こうしたことから、

健やか親子２１推進検討会において、マタニティーマークを募集し、デザインが決定され

ました。 

 本市におきましても、こうした趣旨を踏まえまして、議員ご提案のように妊産婦にやさ

しい環境づくり推進の一つとして、母子手帳の発行時などにマタニティーマークの入った

物品の配付やポスターを掲示するなど、取り組んでまいります。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 梶山議員の特別支援教育推進体制の整備についてお答えをいた

します。 

 すべての子どもたちは、障害の有無に関わらず、それぞれが幸せになり、一人ひとりに

合った自立した生活を保障されなくてはなりません。特別支援教育推進体制の整備につき

ましては、喫緊の課題であると認識し、取り組みを進めているところであります。 

 野洲市では、もう既に各学校に特別支援教育コーディネーターを指名いたしまして、校

内委員会を設置しているところですが、この体制を十分に機能させる必要があります。今

年度は、年間を通じて月１回程度のコーディネーター連絡会及び研修会を実施いたしまし

て、コーディネーターの資質向上を図っています。 

 さらに、子どもたちの一人ひとりの教育的ニーズに対応し、的確な支援、指導を行うた

めの個別指導計画立案と文部科学省が示しているチェックリストを使って、すべての子ど
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もの実態把握を、市内の全小中学校で、２学期開始までに実施するよう指導しているとこ

ろであります。 

 しかしながら、特別支援教育を現実的に実践していくのは、各学校・園のすべての教職

員であるため、今年度は教育研究所が年間５回の特別支援教育講座を実施し、受講を勧め

ているところであります。また、教育委員会は各学校園が特別支援教育の推進をしやすい

体制づくりを目指して、野洲市障害児指導対策委員会を母体とした上で、仮称であります

が、野洲市特別支援教育推進協議会を設置していきたいと考えているところであります。 

 発達障害者支援法は、平成１７年４月に施行されていますが、第８条第１項で「国及び

地方公共団体は発達障害児がその障害の状態に応じ適切な教育支援、支援体制の整備、そ

の他必要な措置を講じるものとする」とあります。教育委員会では、この法律を根幹に据

え、今後の特別支援教育をさらに充実、発展させていきたいと考えております。 

 特別支援教育推進体制の整備に係る人的措置の拡充につきましては、特別支援教育担当

の市費支弁教員４名を予算措置しております。また、県費負担教職員の増員については、

昨年度強く要望をいたしましたが難しく、今年度も粘り強く要望をいたしていきたいと思

います。 

 今後とも特別支援教育コーディネーター及び教職員の資質向上を図っていくことはもと

より、専門的な人材確保につきましても努力していきたいと考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 梶山幾世君。 

○３番（梶山幾世君） それでは、再質問させていただきます。 

 まずはじめに、消費者保護のための条例の制定についてお伺いいたします。 

 昨年、６月議会において、この必要性を訴えてまいりました。答弁におきましては、県

の条例等の見直しも考えながら必要性を検討していくとのことでしたが、１年かかった中

で、今日まで検討されてきたのかどうか。その必要性はどうだったのか、再度お伺いいた

します。 

 また、前回の答弁の中で、生活安全室が設けられておりましたが、このたび生活安全課

として２階の方に設置されましたが、その段階では生活安全課を充実させながら、この消

費生活相談に関わる相談を充実させていきたいという答弁でございました。 

 しかし、現在、市民課の方に消費生活相談員の窓口が設置され、２階に生活安全課が設

置されておりますが、この連携はどのようになっていますでしょうか。私は、やはりこれ
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は、消費生活相談員の窓口は生活安全課に一緒にすべきだと考えます。この件は市長にお

伺いしたいと思います。こういった条件整備をした上で条例の制定に取り組んでいく必要

があると思います。 

 ３点目、ただいまの答弁ですと、県の条例ができて２カ月経っているということで、調

査、研究をしていくということですが、私はこの条例があってマイナスになるということ

はないと思います。市民を守るためには、やはり相談員の方と話していく中で、政令都市

が条例に基づいて各業者に指導しておりますが、県の条例とをあわせて市独自の条例があ

れば、もっと強く業者に対して追放していけるのではないかと考えております。この調査、

研究をいつごろまでにしていかれる計画なのか、現在相談件数が少なくなったとはいえ、

平成１７年度８０３件の相談件数もありますし、また訪問販売で被害に遭われた方も１１

３件と聞いております。こういった方々が被害に遭わないように、また本当に悪質業者は

巧妙な手口で言ってきます。 

 私も３回ほど引っかかりそうになったこともありますし、現実、３万円ほど引っかかっ

て払ったこともありまして、後で笑われてしまったのですけれども、余りにも低姿勢で上

手に言われると、ころりとまいってしまう。３万ぐらいだったらいいかと思ったのが過ち

だったのですけれども、ご近所の方に被害に遭ったことを訴えながら、遭わないように伝

えたところなのですけれども、非常に賢明に取り組んでいてもだまされてしまうという状

況、私が賢明だったかどうかわからないですけれども、やはりそういう中で弱者とか、特

に高齢者とかひとり暮らしとかいう方は、本当に言われるとおりしなければうまくいかな

いのではないかというふうに錯覚を起こしがちでございます。そういう業者がやはり野洲

市に入らないように追放していくためには、一つの手段としてこの条例制定が有効だと思

います。また、今１名の方に一生懸命奮闘していただいておりますが、職員の方もやはり

１人の方がおられないときに対応できるように、こういった条例に基づいて相談を持って

いけるような、そういった体制づくりも、長いスパンで考えると必要ではないかというふ

うに考えておりますが、この点についても再度質問をさせていただきます。 

 それから、出産育児の支援制度について、再度お伺いいたします。 

 平成１３年６月議会で、出産費にお金がかかり安心して子どもが産めないとの声を受け

て、出産育児一時金貸付制度の導入について質問をさせていただきました。制度が導入さ

れて５年になります。しかし、先ほど答弁にもありましたように、平均４名ぐらいの活用

ということで、私も何人かの方に聞いておりましたら、その制度を知らないという方がお
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られました。途中、もっと啓発してほしいということで、間にまた広報で再度載せていた

だいたことがありますけれども、なかなか妊産婦に対して周知徹底していただくのは非常

に難しかったというふうに思います。 

 今、母子手帳の配付時に考えるということですので早急に取り組んで、妊婦の方に取り

組んでいただきたいと思います。 

 ２点目に、受領委任払いについてですけれども、合併したので動向を見ていきたいとい

う答弁でございましたが、国はこの１０月から出産育児一時金を３５万円に引き上げます。

国の方も、この出産費の負担を軽減するために、将来的には医療機関の窓口で払う費用を

３５万円を超える費用だけ払う制度改革に努めているということで、報道されております。

早くて来年ぐらいには取り入れていかれるのではないかというふうに思っております。 

 そういう中で、野洲市におきましても、この出産育児一時金の貸付制度も既に５年を経

過した、こういった実態を踏まえて、合併したという理由ではなくて、やはり少子化対策

の一環として、妊娠した場合に出産費は用意しなくてもいいと安心していただける制度に

移行する必要があると思います。私は、この制度を国が始める前に取り組んでいただきた

いと思いますが、再度見解をお伺いいたします。 

 それから、マタニティーマークの活用について、今、部長の方からマタニティーマーク

の紹介をしていただきましたが、このマークについては、ポスターの掲示、市役所の中に

も張ってアピールはしていただいております。これを、先ほど物品で配付すると言ってい

ただきましたが、今私も取り寄せたのですけれども、こういった、先ほどのマークをバッ

ジにしてわかるところに付けていると。これを付けている方は妊娠中なのだなということ

がわかるように、こういうバッグが、これは大津市がつくられて活用されているものです。

これを見た方が、電車だったら席を譲るとか、その方のそばではたばこを吸わないとか、

いろんな形で配慮していく。そういった啓発運動に本当に有効だということでつくられて

おりますし、きのうの新聞を見ておりましたら、香川県の高松市が、マタニティーバッジ

を配付ということで、きのうの新聞にも大きく報道され、妊産婦の方が非常に安心できる

ということで、こちらの方に感想を述べておられましたけれども、こういったバッジも参

考にしながら、ぜひ配付できるようにしていただきたいと思います。これは要望としてお

きます。 

 最後に、特別支援教育体制の整備でございますが、今までもいろんな形で少しずつそう

いった担当員をふやしていただいておりますが、保護者の方たちと話す中で、非常に切実
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な悩みを聞いております。守山市ではそういった発達障害者支援センター等、また湖南市

においても設けてされておりますが、保護者の方に伺っておりましたら、そういったセン

ターの設置よりも、本当に子どもたちに的確にアドバイスして下さる、指導して下さる、

そういった専門員の方を置いていただく方が、もっともっと必要に感じておりますという

ことをおっしゃっておりました。 

 今、月１回のコーディネーター連絡協議会を持って、研修会の実施をされて資質の向上

を図っておられるということですけれども、保護者の方のお話を伺いますと、今のコーデ

ィネーターの役割では不十分だという声を聞いております。その中で、今コーディネータ

ーを設置していただいておりますが、こういったコーディネーターを取りまとめる、専門

的にコーディネーターにアドバイスできる専門員が必要だということも強く訴えておられ

ました。私もそれを感じます。その専門員の方が長期にわたって子どもたちと接しながら、

コーディネーターの方と連絡をとりながら、子どもたちが成長していく姿を見守り、また

社会に育っていく、社会で自立できるまで見届けていけるような専門員の方を野洲市に置

く必要があるのではないかというふうに思います。この点を再度お伺いしたいと思います

が、このコーディネーターの連絡協議会、研修会の実施については、中心者はどなたがさ

れて、どのように指導されているのか、具体的にお聞かせいただきたいと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 消費者を保護するための条例をということでございますが、

一般論的に行政条例をそれぞれの公共団体がつくるということは非常に難しい、難しいと

いう言葉は適当ではないのですが、いろんな問題を抱えるということです。例えば、たば

こを吸いながら歩いたら駄目ですよと、くわえたばこは駄目ですよ、ごみを捨てたら駄目

ですよ、そうしたら３万の罰金をもらいますよと、こういう条例はつくりやすいのですね。

市民の皆さんが守ったらいい。行政は何もしないでもいい。ところが、今の消費者を保護

するための条例をつくれば、ある程度行政の権力によって取り締まっていかないといけな

い、こういうことですね。市民の皆さんが被害に遭った、事務所はどこだ、誰だ、それな

らどうしよう、事務所に立ち入って検査しよう、どういう事実があった、これは刑法に引

っかかるではないかと、行動を打ってやらないといけない、こういう非常に難しい条例に

なります。今の議会にも出ていますように、消防団の退職金を上げようと、税法を変えよ

うと、これは全部上位法の関わりがあるのですね。だから、その部分だけ条例を直したら
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そのとおり、法律どおりのことが行政執行できると、こういうことなのです。 

 だから、その辺で我々はちゅうちょしているのですが、全国的に見ても大都市では数個

の都市で制定をしておられます。それがやはり公安に近いような職責を持った人、あるい

はその他そういうふうに過去に経験のある職員の皆さんを採用して組織を固めて、言うな

ら取り締まりをしていると、こういう状況なのです。 

 だから、質問の中にもありましたように、去年の今ごろに答弁をしたのは、住民の皆さ

んの交通安全、犯罪安全、防犯、災害何もかも含めた安全・安心な一つのポジションをつ

くってやろうということを申し上げて、現につくりました。しかし、その中で議論をして

いるときに、やはり消費者生活は住民の相談業務であろうということから、あの窓口を市

民課に残すことになった。これは内部的に検討してもらったわけなのですが、そういう結

果に終わった。しかし、今現在市民の状況を見ると、やはり被害者はふえている。だから、

私もこの間県警本部の方といろいろとしゃべったのですが、本音のことをおっしゃると、

市長、つくったら大変だよ、それはと。どういうことかというと、取り締まりを市町村で

できるかということなのですね。だから、私も考えて、それは警察がやって下さったら、

何も我々が言わなくても、我々がつくらなくてもよろしいのですよと。もっと警察や県が

はっきりやってもらったらよろしいのですよと言ったら、警察は捕まえるだけのことが仕

事だと、こういうような議論になるわけなのです。 

 だから、梶山さんがおっしゃるように、条例がいいのか規則がいいのか指導要綱がいい

のか、それとも陣容、組織を、今現に１人でご苦労いただいております。これはとても無

理だということはわかります。やはり陣容、組織を強固にして体制を整えて取り組むのが

いいのか、罰金、処罰のことを含んで条例を制定して取り締まるのがいいのか、もうちょ

っと時間をいただきまして、十分に検討した上で、それならこうしようというような方向

性を目指していったらどうかと。次長もそういうふうに答えたと思うのですが、ちょっと

今しばらく時間をいただければと、こう思います。決して見逃そうとか、市民の皆さんが

ご苦労というか、いじめられているのにそのまま見放そうとそんな思いはいたしておりま

せんので、ちょっとご理解をいただければと、こんなふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（竹澤良子君） それでは、再度の質問の中で、出産育児の支援制度

についての受領委任払い制度の導入についての再度のご質問でございますが、現在、先ほ
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ど申し上げましたように、妊娠４カ月以上になりますと２４万円の、現金で貸し付けがで

きるということで、むしろ利用されている方はこの現金の方がいいというふうなこともご

ざいます。そういうことで、現在この貸付制度を私どもの方で制度として動かしているわ

けなのですけれども、一時金の委任払いというのは、出産で直接医療機関に支払うという

ことになりますので、そういう点では、利用者がどちらを選ぶかということもあると思い

ますので、この点については、やはり先ほど申し上げましたように、しばらく利用者の動

向を踏まえて検討していきたいというふうに思っております。 

 また、先ほど奥村議員にお答えいたしましたように、少子化対策小委員会の中でも出産

育児一時金の手続を改善しまして、入院出産前に使えるように、前倒しをするというふう

なことも案として出されておりますので、国のような動向も踏まえまして、私どもの方も

利用者が利用しやすい方向を検討していきたいというふうに思っております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 教育部次長。 

○教育部次長（馬場 豊君） 先ほどの梶山議員の質問にお答えさせていただきます。 

 保護者の方々のご意見や思い、それらは本当に切実でありますし、私もこれを認識して

おります。現在、ご指摘のように、特別支援教育コーディネーターは各校に１名おります。

このコーディネーターというところが大事だと思うのですが、コーディネーターとして各

学校でどのように発達に課題を持つ子どもたちに教育、あるいは関わっていくかというこ

とを組織的に働きかけて、学校で組織的につくっていくかということが任務であると承知

しております。 

 私どもといたしましては、このような働きをいかに各学校で特別支援教育コーディネー

ターが活性化させていくかということが重要な課題であると思っておりますが、先ほども

言いました特別教育支援コーディネーター連絡研修会ということを月１回持っております

が、主催は市教委でございます。市教委が主催いたしまして、そして研修あるいは各校の

取り組みをお互い交流し合って、どのような取り組みをしていけばいいかということにつ

いて学び合っている状況でございます。研修につきましては、教育研究所との連携により

まして、専門家の方に来ていただいておりますし、特にその助言者といたしましては、現

在中主小学校の校長の久郷悟校長においでいただいております。久郷校長は、県内有数の、

この分野に関しての有識者でありまして、これからも大いに期待しているところでござい

ます。 
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 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 梶山幾世君。 

○３番（梶山幾世君） それでは最後、要望して終わりたいと思いますが、市長の方から

条例制定は非常に難しいということでございましたけれども、県もつくっておりますし、

また政令都市も条例に基づいた指導もしておりますので、難しいことばかりでは前に進み

ませんので、やはり条例制定できるように考えていきたいというふうに思うのですけれど

も。先ほども、例えば架空請求業者名の公表につきましても、条例のあるところは条例に

基づいて公表していると。こういう条例に基づいて請求しますということで公表している

と。でも、本市のように条例のない市は、内閣府からの要請、依頼があって、その通達文

によってしているということですので、ぜひ使える条例を考えていただいて、よその市は

つくっていないということなのですけれども、野洲市も合併したことですし、どこの市よ

りも先駆けて条例の制定によって、また多くの市民が守られたというようにぜひ前向きに

考えていただきたいと思います。要望にしておきます。 

 もう一回質問したいのですけれども、生活安全課に相談窓口を持っていってはどうかと

いうことについてはどうなのでしょうか。その考えをもう一度聞かせていただきたいと思

います。 

 もう一つは、今市民課の窓口で、非常にプライベートな、大変重要な相談をされており

ますが、私も窓口の控えのいすのところで座って順番を待っておりましたときに、内容が

丸聞こえなのですね。大変な問題、もう別個の部屋で対応していただいている場合もあり

ますけれども、やはりもう少し周囲にも配慮があるのではないかと。相談内容が非常に厳

しい内容の方が、消費生活相談員のところに来ますので、そういった観点からも、やはり

私は２階に持っていって目立たないところで相談を受けられた方がいいのではないかと思

いますが、この点再度質問しておきます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 再度のご質問でございますが、まず生活相談窓口を生活安全

課へということでございますが、先ほど市長が申し上げましたように、昨年の組織の改革

の中で生活安全課をつくったわけですが、消費生活相談につきましては、やはり消費者行

政という一つの部門でございまして、これにつきましては市民課の市民総合窓口の一つの

業務として位置付けておりましたので、この状況で今、市民課の方にあるということでご
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ざいます。 

 それと、相談者の秘密保持のためにもどこかでということですが、これにつきましては、

そういう相談室等の設置も考えられますので、課とは別にそういう相談室の設置等につき

ましては検討させていただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこれにてとどめ、延会いたしたいと思います。これにご異議ございません

か。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（荒川泰宏君） ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに

決定いたしました。 

 なお、６月１９日は午前９時から本会議を再開し、本日に引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて延会いたします。（午後３時４８分 延会） 



 －101－

 野洲市議会会議規則第１２０条の規定により下記に署名する。 

 

                      平成１８年６月１６日 

 

 

 野 洲 市 議 会 議 長     荒 川 泰 宏 

 

 署 名 議 員     中 島 一 雄 

 

 署 名 議 員     田 中 孝 嗣 

 


